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ソ連のコルホーズ農戸について

← -----77年;芸法と 56-64年の II命/[r一一一
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ロシア農民社会の広礎細胞である農民のドヴオール， すなわれ民戸 (KpeCTbHHCKH首

瓦BOp)1)な，ロシア住民の生活に深くmざした占代的制度とみなしたのは， 19世紀後半のロ
シアの学舟たちであーノた2)。もちろんこの農民ドヴオールの制度は， 古代のたんなる遺制

とか，その単線的な進化の結果と;考えることはできなl，3)。その強制な小命力の背後には，

それr'I身の際史的な内的変界と外(11，;適応の過料が隠さ，れているこ Eであろう。この述続と

変化の両而をあわせもつ農民ドヴォーノレの内的構造と外的諸条件， ロシアの歴史環境の村

質こそが注目される所以である 4)。

1:; f: のことは，農民の農戸が常に「流転のロシア」の 1/.\~r r 1に1[1(:かれてきた 19j吐紀後半

以来の近・現代史においても明らかなように忠われる。 1刈1{Fの農奴解放とロシアの[--

からの資本主義的近代化にあっては，恒例的な農戸の制度が，財政 f-_のJ4f1rfJからー而で強

化されるとともに，他的iで、それは不可避的な社会経済的，社会芯;識(内な分解作用に11暴され

ることになり，農戸の分訓 (pa3且eJI) が急激に増加したが，しかしながら鹿戸の財産共有

制それドi体は決して動揺することがなかった九 1903年以降の本命運動に対する反動とし

てのストノレィピン改革は， この農戸財産共有制を廃止し，その代りに戸主の私有財産制を

導入しようとしたが，結問は失敗に終っている旬。これに対して， 1917年の一十月革命とそ

れ以後も統く農村革命 (arpapHa冗 peBOJI旧日間)の過程では，逆に股l己の良戸に!却する慣習

法が復活され，それはのもに，男女同権のような非慣刊法的な新しし、要素が付けがlえられ

1) ドヴオ-/レは.r-家Jr貴家 J[農FiJ r-ttt帯Jなどと訳される。本怖では. [-ドヴオ{ルの特妹nを
強調する目的 1(1なJIlr減蔵「コルホーズ投戸の何人的所有権について 1. ITJ七 l悼法学~ (早大〉初 3巻

出1号.1967年. 157-158貞〕から.rti-!:kFi Jと択す。
2) Vladimir Gsovski， S'oviet Civil Law， vol. 1， Ann Arbor， 1948， p. 675. 

3) CM. B. A. AJIeKCaH江pOB.06blt{Hoe rrpaBo KperrocTHo前，1l.epeBHHPOCCHH. M.， 1984， CTp. 42-
69.なお.{I1CTOpH冗 CCCP}，1981， N2. 3， CTp. 79-93.も尤;!環。
4) \1 手アの農村 Jt~l.jJ f十のノL命)Jについても，それを，わしろ lその(，tAr L ~-'.:')のためであって， く古
さ〉のためではない lとする所説が示唆l刊である (鳥山成人『ロシア・東欧の Ikj 家と社会~.但支

社， 1985年. 179瓦〉。
5) Cf. Geroicl T. Robinson， Rural Russiαunder the Old N.egirne， 3rd pr.， Berkeley and Los 

Angeles， 1972 (first pub. in 1932)， pp. 66-67， 91，118-119:松井憲明「改1YL後ロシアの農民家

肢分古川， 村上名 if(lijl 和1I1~~ IT' I:J也公有の史的研究，]. 話/l:JRの水市W，19781f， 121-130 A : B. A. 
φe，1l.0pOB. CeMe抗日bIe pa3，1l.eJIbI 8 pyCCKO泊 rrope中OpMeHl-IO抗 .ll.epeBl-¥e.-B KH.: CeJIbCKOe 
X03兄此CTBOH KpeCTb兄HCTBOCeBepO・3arra.ll.aPCφCP B ，1l.0peBOJlIOIl.IfOHHbI泊rrepHO，1l..CMOJIeHCK， 

1979， CTp. 31-46. 
6) Cf. I{obinson， op. cit.， pp. 227-228: Teoclor Shanin， The Awkward Class. Political Sociology 
01 Peasantry in a Develoρing Society: Russia 191 ()-J 925 (LonJon， 1972)， pp. 224-225. 
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松井憲明

て，成文法としての体系化が試みられるに至るわ(ロシア共和国について 1922年の土地法

典8)第一部第五編〔第 65-89条)i農戸(勤労農業経営) についてJ)。革命後の時期はま

た，農戸の分割と小家族化とが新たな勢いで進行する時期でもあった9)。最後に， 1930年

代の全面的農業集団化についていえば，それは農民の農戸の存在条件を根本的に変えよう

とする制度変革でもあって，かつての農民共同休のように農戸で、はなく，農民個人が成

員権を得るところのコルホーズおよびその公共経営 (o6rueCTBeHHoeX03HHCTBO)が組織さ

れ，これが農業生産の新しL、基本単位とされた10ヤとはし、え農民の農戸もまた，当初の否

定的論調と政策的無視11)にもかかわらず， コルホーズ農民の個別経営 (JUPIHOeX-BO)の組

織形態として生き抜くのであって，その所有のコノレホーズ所有に対する従属的，依存的性

格という概念構成のもとに，今や「コルホーズ農戸J(KOJIX03H副首瓦BOp) と呼ばれ，憲法上

の認証さえ得ることになる (1936年のソ連憲法第 7条第 2項。なお後述)。 もっともこう

した概念構成は，第一義的に法律的のそれであって，スターリン時代，農戸所有の基本的

源泉はコルホーズ農民の個別経営であり続けた12JO コルホーズ農戸にあっては，農戸共有

財産の範囲は制度的に狭められ，他方，成員個人の特有財産は増加する傾向にあり，また

農戸の分割に比し，むしろ農戸成員の他出とそれにともなう財産持分の分離 (BbI且eJI) の

ケースが増加してくる 13)。このように， ロシア農民の農戸は， ロシアの資本主義的近代化

の開始から帝国主義と革命の時代を経て第二次大戦後にでる約一世紀の期間においても，

「ロシアの農村史を通じて」の「永続性と継続性のよりどころ J14)であったと同時に， い

わゆる家族共産制，家族集産制の歴史的進化に関する生き証人であり続げたわけで、ある。

ところでコルホーズ農戸は，いま述べたように， 1936年以来，定法に認証されたソ連の

一社会制度であった。すなわち 26年憲法15)の第7条は，沼 1項においてコルホーズおよ

7) CM. r. nOJISlHCKa兄.POJIb 06b1tIa冗 BHMymecTBeHHbIx OTHorneHl矧XKpecTb兄HCKoroλBopaB 
rrepHO)1. rrpOBe)1.eHHH OKT兄6pbCKO首 cou.HaJIHCTHtIeCKO負 peBOJIIOI~HH.-~COB. rOC-BO H rrpa-

BO}， 1941， N2. 1， CTp. 40， 44-50， 52-56: William T. Shinn， J r.， '‘The Law of the Russian 
Peasant HouseholdぺSlavicReview， XX I 4 (1961)， 609-610: Shanin， op. cit.， pp. 225-226: 
B. n.且印刷OB.COBeTCKa兄)1.0KOJIX03I-Ia冗民peBI-IH: HaCeJIeHHe， 3eMJIerrOJIb30BaHHe， X03HH-

CTBO. M.， 1977， CTp. 205-208. 

8)本稿で使用したテキストは， 3eMeJIbHbI負 KO)1.eKCPCφCP. H3)1.. 0φ中日u.HaJIbHoe.M.， 1923. で
ある。邦訳(抄訳〉は， 11法政論集~ (名大〕節目号， 1958年， 33-37頁(稲子恒夫訳).および保
lU 孝一『ロシア 11(..命とミール共\IîJ 体~，御茶のノド，tnji ， 1971年， 329-3441{，にある。

9)瓦aHHJIOB.YKa3. COtI.， CTp. 208-221. 
10) Lazar Volin，“The Peasant Household under the Mir and the Kolkhoz in Modern Russian 
HistoryヘlnCaroline Ware ed.， The Cultural Aρρroach to History. (New Y ork， 1940)， 
pp. 128， 133-134. 

11) Gsovski， op. cit.， pp. 653-654， 773-774: Shinn， op. cit.， 614-615. 

12)ソ述農業者のある次長も， 1935年の農業アルテリ模範定款には， 公共経営がコルホーズ員の基本

的所得制{であるという命題が「なかったし，またありえなかった」ことを認めている(~3KOHoMHKa 
CeJIbCKOrO X03凶 CTBd，1969， N2. 8， CTp. 16)。なお註(83)を参照。

13) Shinn， op. cit.， 618-619. 

14) E. H.ヵー『ナポレオンからスタ{リンへ~，鈴木博信訳，岩波書庖， 1984年， 99頁。

15)本稿で使用したテキストは.I1CTOpHH COBeTCKO負 KOHCTHTYU.HH.C60pHHK )1.0KyMeHToB 1917-
1957. M.， 1957， CTp. 345 H C)1.e)1..である。邦訳は.1977年憲法も含め， 11 世界憲法集~，岩波書匝，

第1版(山之内一郎・藤田勇寄り， 1960年，第 3版(藤間勇訳)， 1980年，および『新ソ連憲法・

資料集~，稲子恒夫訳，ありえす if; 房， 1978年，を参照した。
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ソ連のコノレホーズ農戸について一一 77年憲法と 56-64年の論争一一

び協同組合組織の公共的所有の内容を明らかにしたのち，その第2項において， コルホー

ズ農戸の土地用益権および財産所有権について次の規定を与えていた。一一「各コルホー

ズ農戸は， コルホーズの公共経営からの基本的所得のほか，農業アルテリ定款にしたがっ

て，小而積の屋敷什属地医耐 (rrpHyca)l;e6HhI首yqaCTOK3eMJIH) を個別的に利用し (HMeeT

B JlHqHOM rrOJIh30BaHHH). そこにおける副業経営 (rrO)l;C06HOeX-BO). 住宅，用畜，家禽お

よび小農具を(阿別的に所有する((削eeT)8 JIHtIHO詰co6CTBeHHOCTH)J. と。こうして，そ
の前年(19351f:') の第 2回全ili):I~突撃班コルホーズ員大会において， スターリンが新し

い「農業アノレテリ模範定款Jl日〉に導入したコルホーズ農戸の概念が， ここに憲法上の認証

を得ずこのであ，)た。そしてこの場合に注意すべきは， ;~6 年憲法が，コルホーズ農戸の個別

的用拡権・所有権の規定をコル;-]~ーズの公共的所有の制度に関する規定と結びつけ，これ

らをー抗して第 7条として構成L，これとは別に，勤労所得，住宅，家庭副業 (rro且co6Hoe
江OMaUlHeeX-BO) ， W~ 人消費財等に対する市民の個人的所有 (JIHtIHa.Sl C06CTBeHHOCTh)権を

第 10 条において;~訂正したことである l九これは第 7 条が， 例別コルホーズの農業アルテ

リ定款に言及することによって， その全連邦的規範としてのお年の農業アルテリ模範定

款をここで参照させ，俺 i昨の主主本的命題を憲法に反映させるためであったと解釈される 18)。

つまり，農業アノLテリ棋純定款は，その第2章「土地について」および第 3章「生産手段

についてJのなかで，一万においてコルホーズの公共経常の物的基礎としての社会化(用

益の点で)用地および社会化経常資産の，他方においてコノレホーズ農戸の個別経営の物的

基礎としての屋敷付属地および非什会化農戸経営資産の内容と規模を定めており 19) コル

ホーズ運動の広本形態とされノた良業アノレテリに特徴的なこの社会化，非社会化経営部分の

統一 a と r)(~5JIjが， 農業集団化の基本的完了の時点で. :~6 年憲法第 7 条に表現されなければ

ならなかったと考えることができる。なおお年憲法は， コルホーズの1-.地用益権， その

無償性と永久性については第8条に独自の規定を佳いているが，市民の土地用益権につい

ては何も明記していない。

これに対し 1977年の新ソ連憲法20)はどうであろうか。そこで注目されるのは， 副業経

何?を I~;J; む権利の ~l~休ならびに法体系/'.の位置付けが大きく変化している点である。該当す

るのは第 13条(草案第 12条)であって，それは :!6年憲法の第 10条に対応する市民の個

人的所有枕とその保護に閃する第 i項に統け，第2項として次のように述べている。一一

「市民は，法律の定める子続きによって， 副業経営(家苗と家禽の飼育を含む)，詞芸お

16) C3 CCCP. 1935， M. 11， CT. 82. 邦訳は，外務省調査部『ソ連邦のコルホ{ズ制度Jl. 和田敏雄
訳. 1942年. 167-185頁，大崎平八郎 rソヴェト農業政策史Jl.有斐[延1.1960年.335-342頁など。

17) f~J 川誠蔵，前掲論交. 184-186頁，を参照。

18) CM. A. H. HHKHTHH， A. n. naBJlOB H A. A. PyCKOJl (pe.ll..). KOJlX03HOe rrpaBo. M.. 1939， 
CTp. 16， 341: H. ，U. Ka3anueB， 11. B. naBJlOB H A. A. PyCKOJl (pe江.). KOJlX03HOe rrpaBo. 
M.， 1955. CTp. :H6: r. H.日OJlHHCKaH.Eme pa3 0 rrpaBe JlHl.JHO政co6CTBeHHOCTHKOJlX03HOro 
.ll.BOpa.一{Y可. 3aロ.BI1IOH>， BbIrr. 9， 1959， CTp. 58-61. 

19) J歪敷付属地は厳街には社会化丹j地の ω 品部を成すとされ，形式上， 後者から分与される。 また 35年

の隈範定款は，農戸経営資産を農戸の「個別的利用J(JlH可HoerrOJlb30BaHHe)になるものと規定し
たが，のちにスタ{リンはこれが誤りであり， 36年憲法の「個人的所有j 規定が正しいと認めた

(1-'1. CTaJlHH. 3KOHOMHl.JeCKHe rrp06JleMbI COUHaJlH3Ma 8 CCCP. 1952， c. 42)。
20)本稿で使用したテキストは， {npaBλa>， 1977， 8 OKT冗6PH，CTp. 3-6. 
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よび野菜栽培を営むため，また個人住宅の建設のために供与される土地を利用することが

できるo市民は，供与された土地を合理的に利用する義務を負う。国家およびコルホーズ

は，市民が副業経営を営むことを援助する J21に とO このように 77年憲法はもはやコルホ

ーズ農戸の副業経営を語ることがない。高1]業経営は今や市民一般を権利主体として営まれ

うるものと概念構成され22) それゆえにまた， コノレホーズ農戸のそれも含めた副業経営権

の規定が. ~36 年憲法のようにコルホーズの公共的所有の制度と関連づけられることなく.

市民の個人的所有権に関する単一の条項のなかに包摂されることにもなる 23)。もっとも第

13条第2項は， 最後段の副業経営援助の規定を除き，厳'常には副業経営そのものでなく，

その物的条件のひとつである市民の卜.地用誌の権利をt認証したものとも考えられ24) その

意味では第 13条第 1JJiこそが，そこで規定する家庭話Jj定(原iiHは 36年憲法にi司じ)用品，

住宅等に対する市民一般の単一の個人的所有権のなかに， コルホーズ農戸の副業経営に対

する個別的所有権を完全に包み込んでいると解釈することも可能であろう 25)。このような

解釈は，論理的にむしろ一貫しているように忠われるが，しかしその場合にも，副業経営

と家庭副業(直訳すれば， r副;業;裳長家庭経営」ρ)との概念的異同とし、寸う問題点が残される2的6の〉
いずれにせよ 1悶97π7年のソ連;憲毒法法牟は， :~6 年憲法と異なってコルホーズ農戸に関する独自

の命題を合んでいなし、。それは一泊iにおし、て，新;占法が L.述のように副業経営権の主体を

一般化し， コルホーズ農戸の個別的所有権を市民の，すなわち一般的には労働者，職員の

Wtl人的所有権の体系に関連づけたことのたんなる付随的な結果でしかなし、。その背景には，

いわゆる農業の「同有化J2川と伴うソフホーズ労働者，職員等の増加Iや，労働報酬， 社会

保障， I~l 内パスポート発行などにおけるコルホーズ農民と労働者，職員の格差，差別の縮

小，解消といったフルシチョフ時代以来の現実の推移があろうし，そこに含まれるコルホー

ズ農民の経済的，社会的地位の向卜.という前進的日1Mを見ないわけにはいかなし、。という

のも， 36年憲法が市民の例人的所有権とは別的にコルホーズ農戸の個別的所有権を認証L

たことと関連して，そのためにコルホーズ茂氏の権利能力が市民一般と比較して制限され

ることにならないのかというのが，かつて指摘された問題のひとつだったからである2的。

21)この節 13条第 2唄の 111段と後段は草案になく ，l!l終テキストのなかで初めてあらわれた。

22) CM. r. WMeJleB. 0 Jl11QHOM nO)l，C06HOM X03胡CTBe.-~口paB)I，a} ， 1977， 10 ceHT兄6p凡 CTp.

3. なお以下の文献も参照。中山弘正『ソピェト農業 !J-f情~，日本放送出版協会， 1981年， 96頁，谷
川良一『ソ連邦新憲法と基本的人材d，有'!l:1刻， 1979年， 9:1-95頁 W. E. Butler， Soviet Law 
(London， 1983)， pp. 246， 248: George 恥1. Armstron広， Jr.， The Soviet Law of Proρerty 
(Hague， 1983)， p. 142. 

23) CM. P. XaJl中11Ha.3KOHOM11QeCKa兄 C11CTeMaCOBeTCKoro rocy)l，apCTBa.一~X-BO 11 npaBo}， 1978， 
NQ. 3. CTp. 6: F. J. M. Feldbrugぷeecl.， lhe Constitutions of the USSR and the Union 
Reρublics (Alphen aan den Rijn， 1979)， pp. ;11-32.なお， ibid.， pp. 27-28.では， 旧憲法が農
) i付属地を個人的所有のー某本形態、として認めたという誤った理解から出発するため，新憲法にお
ける良戸所有概念、の欠落に関する論述が出乱している。

24) CM. WMeJleB. YKa3. CT.， CTp. :3. 
25) CM. M. 11. K03hlph. COBep凹eHCTBOBaH11enpaBoBoro peryJl11pOBaH11冗Jl11QI-IOrOnO)l，C06HOro 
X03尚 CTBarpa)l{)I，aH CCCP.一~COB. rOC-BO 11 npaBo}， 1981， NQ. 8， CTp. 44. なおこの著者コー
ズィリによる 77年憲法草案の解釈(註 (39)本文〕も参照。

26)且IMeλeB.YKa3. CT.， CTp. 3: B. A. J!.o30pueB. KOHCTHTYUH冗 CCCP11 np06JleMhI npaBa co6-
CTBeHHOCTH.一~Tpy)l，hI} BHI1I1C3， BhIn. 19， M.， 1981， CTp. 1~16. 

27)中山弘正，前掲i!L154-174瓦，を参照。
28)口OJl兄HCKa兄.YKa3. CT. (1959)， CTp. 43-47. 
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ソ連のコノレホーズ農戸について一一77年憲法と 56-64年の論争一一

しかしながら， 77年窓法におけるコノレホーズ農戸規定の欠落は，コルホーズ農戸制度の

特殊性の解消という，形式において消極的なプロセスの7こんなる副産物であったにとどま

らなL、。それは同時に， コノレホーズ農戸概念を憲法から抹消しようと寸る意図的な行:為の

所産でもあっt::..o 本稿の注目したいのはこの面であって，だからこそ，まず 1969年の新し

い「コルホーズ模範定款J2川こおいて， iコノレホーズ員の家朕(コルホーズ農戸)J30) (CeMbH 

KOJIX03HHKa (KOJIX03HbIH ).{BOp))なる新概念が激Lい論争31)の末に始めて導入され，次い

で77年にも， :ili~法草案8むをめぐる 6-10 月の全人民討議の過程において ， }t:案J;n1~ 条に

対し反対論が提出され，これが反批判されたうえで憲法第 1:~ 条第 2 JJJが確定する。問題

の所在を提示する意味で，この後者の憲法論争をやや詳しく紹介することにしたし、。

反論を蛇起Lたのは，元来コルホーズ農戸法の専門家でありながら， 1959年以来この

領域で久しく沈黙を守ってきたソヴェト立法研究所のポリャンスカヤ(r.H. nOJI兄日CKa冗)

であった33)。彼女はしみ O一一憲法草案は， コノレホーズ農戸の個別的所有の概念を与えず，

一椴にコルホーズ戊戸について言及がない。「若Tの法学荷Jはこれを根拠づけて，現在わ

が問では郁Ilj・農村間の本質的な差異が消失しつつあり， Iもはやコルホーズ農戸は存在

せず，あるのはただコルホーズ員の家族であ」って，その1m関係は家族法によって規制さ
れる， とL、う。しかしそれは，きわめて盈大な結果を抗きかねなL、。コルホーズ農戸は，

たんなる家族ではなく，副業経営を共同で、常む人々の家政勤労結合体 (ceMe訪日0・Tpy江OBoe

o6'beλHlJeHHe) だからである。その日iI業経営は，労働者，職員の家庭福Ij業が純白家消費的

であるのに対L，一定のPr'fi~日 lf:.産の機能をもち，同氏経済的にも lf(要な役割を演じてい

る34)。では， コルホーズtt戸と労働者，職員の家族とで，財産関係の違いはどこにあるの
か。後者では，家庭副業手は犬婦の所有 (C戸Tpy)KeCKaHco6cTBeHHocTb) であり，子が有

するのは扶養を受ける権利のみであって，財産に対する権利ではなし、。これに対し，現行

窓法その他の伝法の規範は， コルホーズ農戸の住fri}，家南，農共等が，函u業経常に参加す

る非家族員や，過去および将来の農戸の働き手として現花は労働能力をもたない高齢者あ

るいは子供等を合めて，全農戸成員の合有 (COBMeCTHa冗co6CTBeHHOCTb) 財産であること

を定めている。コノレホーズ鹿戸は経営の単位でもあって，公的に設録されており， 1認の東

部地域になお残るいわゆる大家族のコノレホーズ農戸などは 10人以上の成員を擁している。

またコルホーズ農戸にあっては，労働の成果は共同のものであり，経営がノーマルに営ま

れる間は各成員の財産持分は決定されなし、。しかし分割や分離が起ったとき，持分は平等

29) CrI CCCP. 1969 r.， N2. 26， CT. 150.邦訳は， r共産圏問題J第 14巻第4号， 1970年， 74-87頁，
相川哲夫『ソヴェト農業経営学~，御茶の水書房， 1975年， 287-309頁，などにあるo

30)前註に示した邦訳の前者における「コルホ{ズ員世帯(コルホ{ズ農家)J という訳語には問題が

ある。註(1)も参照。

31)さしあたり，次の文献を参照。 11.rIaBJlOB. CeMbH HJlH 江BOp.一{rIpaBぇa~ ， 1969， 1 aBrycTa， 

CTp. 2: 11. r JIOTOB. He 江BOP，a ceMb匁.一{rIpaB)la~ ， 1969， 17 ceHT匁6p払 CTp. 2: OH )f{e. 
KOJlX03， JIHQHOe X03油 CTBOH ceMbH.ー{CeJIbCKa匁)f{H3Hb~ ， 1969， 25 ceHTH6p冗， CTp. 2-3. 

32) {rIpaB)la~ ， 1977， 4目的HH，CTp. 1-4. 
33)ポリャンスカヤは 1981年6月に 75棋で死去しているが，計報は彼女のことをたんに環境保護法の

研究者としか述べていない C{Tpy江bI~ BHI1I1C3， BbIII. 20， M.， 1981， crp. 219)。
34)ポリャンスカヤがここで比較しているのはコノレホーズ員と労働者，職員一般の副業経営であるが，
コルホ{ズ員とソフホ{ズ労働者のみの比較については，註 (154)本文を参照。
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原理 (Ha~a~a paBeHCTBa)に従って決定される O この場合， 副業経営への参加度が小さけ

れば持分は減らされうるし，日年連続して経営に参加しなければ持分一般に対する権利が

失われる。このようにコルホーズ炭戸の所有に関する法規範は，家族法のそれと同一でな

く， しばLば矛問町-する。前者者-では勤労原理 (，τ叩I

家族関係が決定的だからである。とりわけ重要なのは，農戸の最後の成員が死亡した場合

を除き，通例， ゴルホーズ農戸では相続が排除されることであって，この規則のおかげで

コルホーズ農戸の副業経??れ工散逸を免れることができるO 従ってコルホーズ農戸とその所

有の概念は未だ極めて意義が深く，新憲法にもそれを必ず残すべきであろう 35にと。

これに対し，憲法草案擁護の立場からポリャンスカヤの批判を退けたのは，国家・法研

究所のコーズィリ (M.11. K03blpb)であった。彼はまず，ソ述が都市・;農村間の本質的差

異を克服する重要な段附を前にしていると語り，プレジネフの発言を引用しながら，草案

第四条(最終テキストも同じ)に誠われたソ連社会の社会的同質性の強化， 都市・農村

間，精神・肉体労働問の差異解消に関するテーゼ刊に注意、を喚起するO そして論文の末尾

の近くでゴルホーズ農戸の問題に触れ，以下のように述べる O一一:16年憲法がコルホーズ

農戸を特別の経営権主体として認証したのは，当時， コノレホーズ農戸が農業生席において

占めた比重の大きさと，農民の心理を考慮したからである。しかしその後，状況は変化し

た。コルホーズ農戸は，ますますソフホーズ労働者，職員の家族に接近しており，この後

者においてもまた屋敷付属地を供与され，家畜の{同人的所有と家庭副業(且OMaUIHeeX-BO) 

がおこなわれている 37)。したがって， 69年の新しいコルホーズ模範定款に「コルホーズ員

の家族(コルホーズ農戸)J とL、う新概念が導入され， 今回の憲法草案もさらに一歩進ん

で， コノレホーズ農戸概念一般の放棄に至ったのである。ポリャンスカヤのいうように草案

を修正しではならなし、。さらにいえば， コルホーズ員だけでなく，労働者，職員をも構成

員とするいわゆる混合家族 (CMernaHHbIeCeMbH) の大量の存在という事実38)からしても，

コルホーズ農戸概念は放棄されなければならなL、。つまり.労働者，職員について，立法

者は家庭副業に対する市民(家族でなく)の諸権利を語っている以上， コルホーズ員につ

いても，副業経営をもっコノレホーズ員の諸権利を諮るのが合理的であって，屋敷付属地の

規模のノルマにつし、ては，これを〔労働者，職員と同様に， とし、う合意、であろう一一号|用

者〕家族全体に対して設定する。草案第 12条が規定するのはこういうことである 39)

と。

論戦はこれだけで終った。ポリャンスカヤの異論は， コーズィリによって充分に論破さ

れ尽したという判断なのであろう。あるいは「真に実務的な討議J40)とし、う草案審議に際

しての要請から外れた法学者のスコラ的論議と評価されたものであろうか。し、ずれにせよ，

35) r.口OJl5lHαa5l. KOJlX03H副首江BOp.一{JlI3BecT目的， 1977， 5 aBrycTa， CTp. 2. 
36)最終テキストで‘は，社会的|司質性強化の第一の意味内容として， i階級的差異の解消」が追加， 挿
入された。

37) これを文面通りに理解すればむしろソフホーズ従業員の家族がコルホ{ズ農戸に接近していること
を語っているようにみえる。註 (153) (154)，およびそれらの本文を参照。

38) この事実は，早い時期にポリャンスカヤが注目していた。註 (132)を参照。

39) M. K03bIpb. KOJlX03HOe HMymeCTBO.ー{JlI3BecTH5I}， 1977， 13 aBrycTa， CTp. 2. 
40) {口paB.ll.d，1977， 5 H即日仏 CTp.2 (古íJ掲『新ソ連憲法・資料集~， 19頁〕。
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ソ連のコノレホーズ鹿戸についてー 77年憲法と 56-64年の論争一一

コルホーズ農戸に関する論議は，たとえば副業経営をめぐる論争41)の活発さなどと比べて

も，告しく低調なことは明らかであって，ポリャンスカヤはひとり孤立したまま， コルホ

ーズ農戸の憲法規定の削除が確定してゆく oかつてパーマン (H.J. Berman) は. Iソヴ

ェトのコルホーズ農戸制度には幾世紀ものロシアの歴史が体現されているJ とし， 逆に

「もし農戸除去の脅迫が実行されようものなら，幾i世紀ものロシアの歴史が農戸に味方す

るだろうJと断じたものであったが42うこの子百はま・ 3たく裏切られたヵ、の感があった。

問題は多岐にわたっているo まず第一に，憲法論のレヴェノしで.77 iド憲法におげるコル

ホーズ農戸規定の消滅を論ずることが可能であろう。たとえばドゾール、ソェフ(8.A.瓦0・

30p~eB) は，そもそも 36 年憲法が， コルホーズ農戸の個別的所有を市民の{同人的所有と

並ぶ自立的な所有形態とみなしたこと白体が誤りだったとする 43)。このような見地からす

ると，ポリャンスカヤの提起は，その立論の出発点において意味と根拠を失いかねない。

にもかかわらず， ドゾールツェフは，ポリャンスカヤのいう「若干の法学者」とは全然違

った見解の持主なのであるo またソ連憲法が「現に存在する社会関係を積極的に規制する

文書であるという性格Jをもっとして44) どの程度の拡がり左深さがあれば「現に存在す

る社会関係Jと認められるかと L、う憲法規定の現実妥当性の視角から， 上記の問題を検討

することも必要であろう O ちなみに，新憲法制定前の最後の人 r~l センサス (1970 年)によ

れば， コルホーズ員とその扶養家族は，総人口の 20.5% (4946万人)，農村人口の 43.6%

(4623万人)を占め45)， このほかコルホーズ農戸には， コルホーズ員と共同で副業経営

を常む労働者，職員およびその扶養家族が含まれる (前述のいわゆる「混合家扶」の場

合)46) 0 第二に，ポリャンスカヤとこ1ーズィリの論争の中味に立入って， コルホーズ農戸

とその家族の実態を検討することも噴要であろう。かつて I~{川誠蔵氏は，個別コルホーズ

等の詳細な資料の分析や法社会学的な実地調査の必要性を指摘されたが47ヘこのような研

究がなければ. Iもはやコルホーズ農戸は存荘せず」とするi論者たちの主張は，到底，その

是非の判断がつカ・ないであろう。あるいは. fi国の社会，経済の発展段階をつねに過大評

価する傾向のあるソ連にあって，ポリャンスカヤの提起は，少なくとも現実の複雑さを想

起させるだけの意味はもちえたのであろうか。第三に，論争史の研究も課題となろう。コ

ノレホーズ農戸の憲法規定が削除される 77年までに， この削除をリードした政策理念， 現

状認識，将来展望は，どのように形成されてきたのであろうか。またそれに対し-e，コルホ

ーズ農戸制度とその憲法的認証を支持した側がどのような対応をみせ，あるいはみせなか

ったのか。最後に，これらi両者の葛藤が提起し，明らかにした問題とはいったい何であっ

41) llIMeJIeB. YKa3. CT.はその一部をなす。中山弘正，前掲書.96-98貞，また西村文夫「ソ連におけ
る私的経済活動J.ll"現代ソ連の社会と文化J. 日本国際問題研究所， 1980年， 335-336頁，を参照。

42) Harold J. Berman， ~ ustice in the USSR， Rev. ed.， enl.. Cambridge. Massachusetts， 196~3 ， 

pp. 262， 266. 

43) .llo3opueB. YKa3. CT.， CTp. 134. 
44) トポルニン『ソピエト憲法論J.畑中和夫監訳，法律文化社. 1980年， 28頁。
45) I1TOrH BcecolO3Ho品目epeIIHCHHaCeJleHHH 1970 ro，na. TOM V， M.， 1973， CTp. 9. 
46) コルホーズ家肱 100当りの労働者，職員数は.1965年に 19人， 1970年に 22人であったという(口.

日.CHMylli. COUHaJlbHI:品 IIopTpeTCOBeTCKoro KpeCTbHHcTBa. M.， 1976， CTp. 267)。
47)ぜ'(J 11誠蔵，前掲論文， 220頁。
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たのか。先にみたように， 77年のコノレホーズ農戸に関する憲法論争が低調であり，憲法草

案:の公夫時にはすでに事実 i二の結着がついていたようにもみえるため， こうした77年の

がj史の研究は，その必要性がし、っそう強く感じられるのである。

本稿が課題として取り Lげようとするのは，この最後の問題領域であり，それは筆者の

能力と蒐集しえた資料との制約によっている。とはいえ，このように課題を限定しでも，

なお検討すべき問題の範四は広L、。そのなかでも， 69年の新コルホーズ模範定款とそこ

における「コルホーズ民の家紋(コノレホーズ良戸)J 概念の登場については， コーズィリ

がそれに対L，77 11'-におけ』るコルホーズ農戸の憲法規定放棄への雁史的第一歩という位

置付けを与えている以上，独nの検討対象となるように思われるO しかし，そのような検
討に進むためにも，本杭ではさらに附代を遡ってフルシチョブj切に焦点を絞り，その時期

のコノレホーズ鹿戸をめぐる論議を考察しようとするo そのJ!f.山は，後述するように，まさ

にこの時期に， コノレホーズ良戸に対するいくつかの現代的批判の類型が形成され， 77年の

事態を準備するプロセスが進行を始めるように忠われるからであるO 同時にそれは， コル

ホーズ農戸問題の解決の困難さの一端を，共体的にいえば， 77年の問題提起者ポリャンス

カヤの理論的軌跡の複雑さをも明らかにすることになろう o 結論を先回りしていえば， 77 

年に論敵コーズィリの口から彼女に浴びせられた批判の言葉は，その背景や合意;を別とし

て，基本的に彼女 (1 身が 1959 年に詰った ~Sltそのものであった。しかも彼女は， 1939年

の学位論文『ソヴェト法における農民農戸の財産関係の歴史~48) 以来， もともと農民的平

等主義のよき理解才;として， 22年のロシア共和国土地法典第一部第五篇49)を高く評価しつ

つ叫， コルホーズ民戸制度を一貫して擁護していたのであり， したがって， 彼女の77年

の立場はいわば否定の否定だったわけで、ある O 本稿で倹J、jーされる問題の一応の提起は以 k

の通りであるが，なお資料の渉dJHは不満足な状態にあり，その意味で以下はいまだ試論に

とどまることを申し添えたL、。

さて， 77年憲法におけるコルホーズ農戸概念の放棄を準備した直接の理念形成過程の始

点をどこにもとめるべきであろうか。本稿で、はそれをフノレシチ担フ期であろうと考える 5130

いうまでもなく，スターリンn~f代に良戸制度に対する理念的否認が存在しなかったわけ

ではなし、。むしろ反対である。ソ連における農業集団化は，個人農の (e且即OJI即llibIe)農

48) f. nOJl冗HCKa兄.I1CTOpIl兄IlMymecTBeHHhIXOTHO凹 eH目白 BKpecTh兄HCKOM江Boperro cOBeTcKoMy 
rrpaBy. KaH)I.・)l.IlC.，M.， 1939. 

49)註 (8)を参JIso
50)口OJl兄HCKa冗. YKa3・)l.IlC.(1939)， CTp. II-III， 400 Il Cλe)l..: OHa )l{e. I1MymecTBeHHhIe B3aIlMO-
OTHOllIeHIlH B KOJlX03HOM )l.BOpe.一{COB.rOC-BO s rrpaBo}， 1947， N2. 7， CTp. 21-22: OHa )l{e. 
CeMe訪日O-sMymecTBeHHhIe pa3λe品 1Il BhI)l.eJlhI B KOJlX03HOM )l.BOpe. M.， 1948， CTp. 7-8， 31-
33.ダニ{ロフもまた 20年代のソグェト法が， 政t~ の経営活動の規範を「非常に具体的に」定

め，農村の日常生活の問題点を「素早く効果的に」解決し，民事，労働および土地に関する慣習法

の「すべての此良のもの」を利用，吸収したとして，それにきわめて高い評価を与えていることが

注目される(且aHIlλOB.YKa3. COq.， CTp. 77)。

51) ゲェ{デキンはコノレホ{ズ農戸と労働者，職員家族の地位接近への動きをフ/レジチョフ解任後のこ

ととするが (Kar1-EugenWadekin， The Private Sector in Soviet Agriculture (Berkeley 
and Los Angeles， 1973)， p. 21)，そうでないことは1f論のうちに示される。
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戸との厳しい対抗のうちk二強行され，そのような集団化に相応しい思惟の形態こそ，農戸

への敵意と恐怖を栄養素とする農戸廃絶論，不用論だづたのであって叫，これらの理論が

実際的政策の観点から排除された後にも， コノレホーズ運動の最高形態は常にアノレテリでな

くコムーナとされたから53) 農戸に対する根本的否定の理念は，むしろ将来展望のなかに

固定されたといえるo ソヴェト法におけるコルホーズ農戸の取扱いも粗略をきわめ，その

ことは， コノレホーズ農戸概念の法的認証に要した時間の長さや，農戸所有の法的規制にお

ける著しい不完全さ， コノレホーズ法学におけるその研究の不充分さ等からも明らかであろ

う附。コルホーズ民戸の法律的な定義は与えられず55) その財産関係は，憲法，農業アル

テリ模範定款，その他のコルホーズ法令に抵触しない|浪り，ロシア共和国の場合， 2幻2年の

二士!上1地法典第一百剖部|日:第五f篇奇のi諸;諸E規範によ》つJて規制されTたこのでで、あ
新民法典が制定される 196臼4年のことでで、ある 5町7り〉弘oコルホ一ズ農!戸ゴが，公式のコノレホーズ体制

にとって余計ず (asort of “自fthwheel") であったと L、われる所以である 58)。

しかしスターリン時代には， コルホーズ農戸制度揚棄の現実的条件はまったく存在して

いない。第汁こ，民業が活工業化の蓄積源とされ， コノレホーズの公共経営が同家に対する

農産物の低価格供wを強いられるなかで， コルホーズ農戸とそれがれう個別経営は， コノレ
ホーズ員の労働力flf!!:.産の不一liJ欠の環として経済的必然であ-)た5¥))。しかも第二に， コノレ

ホーズ農戸fj休も多加の段.'$税と各稀の農産物義務供IHとをI24され60) 経営単位としてむ

しろ強化されたといえる状態に置かれている600 第三に，この点の指摘は従来弱いのであ

52)註 (11)本交を参問。

53) CM. KnCC B pe30JIIOUH兄XH pernemulx Coe3.ll0B， KO日中epeHU凶 H rrJIeHyMoB UK (以下，
Kncc.と附).TOM 4， M.，1970， CTp. 385: 11. CTaJIHH. BorrpochI JIeHHHH3Ma. H3瓦. l1-e， 1952， 
CTp. 3:14， 351， 505-506: 悩島正夫 11人民公社の研究~，御茶のノド:咋 IH. 1960 jr. 73-75頁0

54) CM. A. A. PyCKO凡 orrpaBocy6oeKTHocTH H JI沼田OMCOCTaBe KOJIX03HOro .llBOpa.-{CoB. 
rOC-BO H rrpaBo}， 1955， N2. 2， CTp 42. 

55) 商j掲『ソ連邦のコノレホ{ズ制度<~. 16]頁 HHKHTHH，naBJIOB H PyCKOJI. YKa3. COq.， CTp. 342: 

Shinn， op. cit.， 616. 

56)日OJISIHCKa兄.YKa3. CT. (1941)， CTp. 40: OHa iKe. YKa3. CO可.(1948)， CTp. 8: Gsovski， op. cit.. 
p.774. 

57) HayqHO・rrpaKTHqeCK班員 KOMMeHTapHHK rK PCφCP. M.， 1966， CTp. 140.この文献の 70年版で

は， 22年の土地法典について，その効力も含めてまったく誌及がないが，これは，その代りに地方的

慣宵にもとづく成員特有財産の認定について諮られていることと関係があるのかもしれない (KOM-

MeHTapH負 KrK PCφCP. M.， 1970， CTp. 194-195)0 22年土地法典は，日JlJiの「基本的諮命題」
中の第8条においてではあるが，地方的慣習の効力を認めていたからである。なお地方的慣習の今

目的意義については， Butler， op. cit.， pp. 52-53.を参照。

58) Shinn， op. cit.， 616. 
59) Volin， op. cit.， pp. 138-139:丸毛忍「コノレホ{ズ農家およびコノレホ{ズ商業についてJ，W農業総
合研究』第 12巻第2号， 1958年，189-190，220瓦:lO. B. ApyTIOH悶1.COUHaJIbHaSI cTpyKTypa 
CeJIbCKOrO HaCeJIeHI四 CCCP. M.， 1971， CTp. 127: Moshe Lewiri，“The Kolkhoz and the 

Russian Muzhikぺ1nE. J. Hobsbawm et al eds.， Peasant in History. Essays in Honour 
of Daniel Thorner (Calcutta， 1980)， p. 60. 

60) CM. HHKHTHH， naBJIOB H PyCKOJI. YKa3. CO可.， CTp. 359-367: 11. B. naBJIOB. KOJIX03HhIH 
，及BOp.M.， 1951， CTp. 27-30.農戸からの義務供出は，戦前，国家が調達したジャガ馨，肉，牛乳等

の3分の l以上，卵の 90%以上を占めた (r.I1. lllMeJIeB. JIHqHOe rrO.llC06HOe X03兄負CTBO.M.， 
1983， CTp. 7)。

61) Lewin， op. cit.， p. 64. 
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るが， コノレホーズ農戸概念は， コルホーズ農民の個別経営を必死に抑えるための重要な政

策的武器のひとつであった。すなわち均年の農業アノレテリ模範定款におけるコルホーズ

農戸概念の導入は，屋敷付属地区画をコルホーズ員単位ではなく農戸単位で分与し，その

ことによって区両規模の膨張を抑止しようとするスターリンの意図に発したものだったの

である 62)。実際，農戸のいわゆる偽分割 (MHHMblepa3，a:eJIbI)等を非難し，屋敷付属地の縮

減を実施した 1939年 5月および 1946年 9月の党・政府決定63)も， コルホーズ農戸自体に

対するいかなる攻撃も含んでいなL、。わずカゐに晩年のメターリンがコルホーズ所有を全人

民的所有の水準に高める必要に触れたことが，生産単位としてのコノレホーズ農戸の地位Jこ

直接関連する提起として注目されるが附， これとて何か具体的な方策が実行に移されたわ

けでもなし川、このような現実があるとき， コルホーズ農戸に対する理念的否認はコルホ

ーズ体制の確立とともに多分に観念的性格を強め，その根拠は主に過去の記憶のなかに，

農業集団化の過程における農民農戸との閲ぎ合いのなかに求められざるをえないであろ

う。この意味で，スターリン時代におけるコルホーズ農戸のいわゆる余計者扱いは， これ

をコルホーズ農戸に対する後ろ向きの批判と呼ぶことができる。これに対しブノレシチョフ

期に始まるいくつかの類型のコルホーズ農戸批判には，一定の現実的根拠を含み，その意

味で前を向いているものが存在するのである。すなわちスターリン後の時期になると， コ

ルホーズ農戸の現行法制度が農村社会において実際に演じているその現実的な役割という

而が顕著に問題視されてくる。もっともその視点は一様でなく，そこにはコルホーズ農民

の権利擁護というモチーフのみならず，それとは決Lて同義ではない公的なコノレホーズ制

度の強化，またスターリン時代の遺物たるコルホーズ農戸の対国家供出義務の維持などの

志向が混り合う。そう Lた諸要素が絡まり合い，全体として実定法規とその支配的解釈と

に対し率直な告発が試みられるというのがこの時代の新しい特徴なのである 66)。

そのような試みが，連邦検察庁機関誌『社会主義的適法性』によくあらわれた。とくに

注目されたのは，それが引用する裁判例からリャザンチト!と思われる地方の人民裁判官ヴォ

ルコフ (B. BOJll{uB) の小論文「コルホーズ農戸の分割および分離を規制する立法を見直

す必要があるJ(1956年)であった(7)。ヴォルコフによれば， 裁判所にはコノレホーズ農戸

62) CM. HHKHTHH， naBJlOB H PyCKOJl. YKa3.co可.， CTp. 115. この良戸概念の再興は，通例， 伝統と

の強いられた妥協という聞のみが強調されている (Gsovski，op. cit.， p. 774: Shinn， op. cit.， 614 
-615: Berman， op. cit.， p. 263)。これに対しヴェ{デキンはコノレホ{ズ体制にとっての農戸制度

の利点を説くが (Wadekin.op. cit.， p. 28)，本文に述べた事情については，彼の引用する文献に

明確な指摘がありながら (CM.H. n. BOJlOUIHH. np8BO JlH可HO負 co6CTBeHHOCTHKOJlX03HOro 

江BOp8.M.， 1961， cTp.74-75)，なぜかそれに触れない。

63) cn H P CCCP. 1939， N2. 34， CT. 235; 1946. N2. 13， CT. 254. 
64) CT8JlHH. 3KOHOMHt:IeCKHe rrpo6λeMbI. ..， CTp. 17， 67-68， 92-94. 

65) A. ノ{ヴ『ソ連経済史~，石井規律j他訳，岩波書目， 1982年， 384頁。ただし，ノーグがスターリ

ンの提起をコノレホーズのソフホ{ズ化と把えているのは誤りではないか。むしろコム{ナ化であろ

う(註 (53)本支，また福島正夫，前掲古， 157， 335-337頁:XXII Coe3)J. Kn CC H rrp06JleMbI 
KOJlX03HOro H 3eMeJlbHOrO rrp8B8. M.， 1962， CTp. 153-154.を参照〉。

66)スターリン時代のソヴェト法一般に，このような面が弱かったことについて，福島正夫「社会主義

的相続制度の発展J，W社会主義法の研究J]，効草書房， 1958年， 320頁，を参照。
67) B. BOJlKOB. Heo6xo)J.HMO rrepecMoTpeTb 3aKOHO)J.aTeJlbCTBO， peryJlHpylOI.Uee pa3)J.eJl H BbI)J.eJl 

KOJlX03HOro )J.Bopa.ー {Cou.38KOHHOCTb}， 1956， N2. 9， CTp. 65-66. 
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の分割，分離訴訟が多数提起されるが68) 長年の裁判官生活の経験から言えることは， 22 

年の土地法典(第一部第五篇第二章 (73-84条Ji勤労農業経常(撰戸)の分割についてJ)

の諸規範がもはや日手代遅れになっており，農戸の分割が農業税や義務供出逃れの手段にも

なっていることだとしづ。そして農戸の細分化がまったくの不合理で、あることを示そう

と，彼は 2つの実例を引用する。ひとつは， リャザン升|のある村に住むチェリョームシキ

ンの例であって，彼はコノレホーズ員だったことはなく，工場で働いていたが，彼の母を戸

主とする農戸の成員であった。彼は 10年間に 4度結婚し， 子供が生れるたびに棄を棄て

た。離婚された妻たちは，チェリョームシキンのほを相手取って裁判所に分離あるいは分

割の訴を出し，彼らn身とその f供たちの持分を受取った。そのうえチェリョームシキン
家の別の息子も. :~ {j三間の拘禁ののち 1956年に付に対し分割訴訟を起し勝訴する。母は

コルホーズ創設以米のその成員であって，高齢にもかかわらず今日までそこで働いてお

り，家も経常も彼Exの誠実な労働によって獲得したものであった。原告たちはコノレホーズ

で働いたこともなく哀を建てたわけでも経営にJJ!1わったわけでもないのに，土地法典に

よって「母の財産f川こ対する所有権をもっO こうしてほのJ、子分は， 分割や分離のたびに

減ってゆく o 同様の不合:fIHな例は他にも少なくなし、o ¥'/'ォノレコブはこう述べ， このような
場合には，未成年の子に対する親の一般的扶養義務を定めた 19261rの婚姻家族法典70)第
41条を適用し，この点で、農戸の財産関係を労働者，職員の家族と同様に規制するほうが公

正であると主張する。コルホーズ農戸においても親子の別産制を導入せよと L、うわけであ

るO ヴォルコフの引用するもうひとつの例では， コルホーズ員である寡州ミローノワの農

戸が分別されるが， 彼女には息子が一人おり， その息子は 1950年に結婚し， 3人の子が

生れる。息子はi町の工場に勤め，妻はどこにも働きにwていないの 195:3年にミローノワの
夫が死亡すると，当時の鹿戸員は5人であったが， fT}:と息子家旅との|聞に紛争が生じ，土

地法典に

?常ヰを築Lし、7たこf母3に残されたものは財産の 5分の 1， すなわち家家，の aイF角g6一-8平方メ一トルにす
ぎなカか、つたO ヴォルコフは， このように老いた親の財産権が侵害されるのは，工場で働く

息子などにも平等な持分権を認める現行法制に原因があるとし， コルホーズ農戸の財産関

係にも，夫婦が婚姻 rl'に得た財斥を夫婦の共同財産とみなす婚姻京民法~第 10 条，および

68)この障の指摘は他にもみられる。 CM.~COU. 3aKoHHocTb}. 1948. NQ. 2， CTp. 8: ~COB. rOC-BO s 
rrpaBO}， 1958， N2. 11， CTp. 112: H. TpyXsH. I1MylI.{ecTBeHHble pa3.l1.eJlbl s Bbl江eJlblB KOJlX03・
HOM江Bope.-{COB. 回CTsUs匁}， 1960， M. 6， CTp. 43: rr. rr. rr冗THsUKJ曲目 B. H. PaIQHeu. 
CY.ll.e6Ha兄 rrpaKTsKarro .lI.eJlaM 0 pa3.l1.eJlax s BbI.lI.eJlaX sMylI.{eCTBa KOJlX03HOro .lI.Bopa.-B 

1m.: Hay可H副首 KOMMeHTap班員 CY.ll.e6HO員 rrpaKTsKsrro rpa)K.lI.aHCKHM .lI.eJlaM 3a 1962 r.， M.， 
1963， CTp. 96:口.11. Ky3bMeHKo. Pa3ぇeJIKOJlX03HOroλBopa H Bbl江eJls3 Hero. KHeB， 1970， 
CTp. 3.分割，分離訴訟は，戦争直後は， しばしば復員者の離村志向や戦争による家艇の解体に
起同し(この註の最初の文献を参照)，現在では，その多くが離婚と結びついているという (r.H. 
I10JlHHCK制.Crropbl 0 pa3.l1.eJlaX s BbI.lI.eJlaX B KOJIX03HOM .lI.Bope.-B KH.: KOMMeHTap同
CY.ll.e6HO必rrpaKTHKH3a 1978 ro.ll.・ M.，1979， CTp. 88)。

69)これは法律上は「農戸の財産」である (CM. 日OJl兄HCKa匁.YKa3. CT. (1959)， CTp. 73)。グオノレコ
フは法を改め，この場合，それを「刊の財産」とするよう要求しているわけである。

70) 26年の婚姻家技法典については， 次の邦訳を参照した。外務省欧米局第一課『ソヴイエト社会主
諸共和 liij 連邦民法関係法令~.野口踊訳， 1933 C?)年.385-422頁， 樹子恒夫・稲子宜子 D926
f干のロシア家族法典とその発展J，W法政論集~ c名大〉第43号， 1968年， 117-150頁。
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持分に応じた共同所有権， すなわち共有 (06出制 c06CTBeHHOCTb) 権を定めた 1922年の

民法典71)第 61-65条の効力を及ぼすべきことを主張する。そして最後に， ヴォノレコフは，

農戸成員がその経過後，農戸共有財産に対する権利を喪失することが定められた経営不参

加期間 (22年土地法典第 75条， 27 {ド:)JJの民業・ 7司法師j人民委員部共同訓|令町第9条

により， 連続6年)が余りにも長すぎるとして. こ，ttに民法典第 44条の一般(内出訴期間
(私人間の紛争につき:)年)の規定を~古川すべきことをも促起している 73)。

コルホーズ農戸に対寸る民yJ(，家族法JfiU2簡の適用を主張したわげではないが， ヴォノレ

コフ [rlJ 様，農戸成員の1'0:分平等原理に強く異を II(~ えたのが， ウグライナ最高裁のオリドロ

ガ (M.OpH.且opora) である問。彼女はまず， ポリャンスプJヤのように士地法典の諸規範

を向く評価し， t.J分の平手を第一義的原埋とみなす学説75)を批判し，¥:地法典第 67条(ウ

クヲイナ共和悶土地法典第 68条)のL、う農戸jと成員の財産権の平等が， 持分の平等まで

も意味するもので、ないと述べる 76JO これはいささか無理な解釈かとも忠われるが，しかし，

彼女の論文が興味深いのは，それがウグライナの判例動|討を伝えている点にあるO すなわ

ち， ウクライナ最高裁民事部は，下級審の此判所が，分割訴訟の審珂理!にあたつて，経営へ

の参加!度支を考J慮藍することなく t良2戸!成北員のJ
いるというのでで、あるO とL、うのは， rたとえば， 経営を自力で築き， コルホーズで÷一生の
間(動いた農戸成員が，怠け者 (λ0且blpH) や，あるいは農戸に入ったばかりで未だ何ほどか

日立った貢献を経営にもたらしえていない者とIruじ持分権をもつようなことが正しいとい

えるだろうか。このようなウラヴニーロブカ〔悪平等一引用者〕は，現代のコルホーズ生

活の諸関係を形成寸る原理に矛局する」からである。オリドロガはまた，兵役に在る成員

を有する農戸の分離訴ぷにおいて，成只の J与分を経~'F~ に対する瓦献度に応じて決定すると

した 1943年 7月の連邦段高裁幹部会の決定iI) およびこの原則を分害1]， 分離訴訟一般に

関連させる 1954年 9月の|司民事部の判決(ヒミシャシヴィリ対ラリアシヴィリ事刊二)78)を

あらかじめ引用しておき， ウグライナのjl/J誌が，連邦最高裁の与えた方向づ、けに依拠する

ものであることを強調している。こうして彼女は，新しい土地法典の草案に，持分平等原

盟ではなく， r労働参加度原理J(rrpHHUHrr叩y瓦OBoroy羽 CTH5I)を盛り込むべきことを結

71)本稿で使用したテキストは， rpam)l.aHCKHH KO)l.eKC PCφCP. M.， 1954. である。邦訳は，古IT掲
『ソグェト社会主義共有H迅速邦民法関係法令]:， 5-159瓦，を参照した。

72) CY PCφCP. 1927， N2. 32， CT. 213. 
73)前年にノレスコノレは，農戸J&貝とコノレホ{ズの関係を持続させ， 立ij者の帰村を符易にするため， 6年
規定を擁護していた(PyCKOJl.YKa3. CT.， CTp. 47-48)。

74) M. OpH)l.Opora. 0 pa3Mepax )l.oJle訪日My山eCTBa1JJleHOB )l.BOpa.一{Cou. 3aKoHHocTb}， 1958， 
NQ. 2， CTp. 25-27. 

75)註 (50)本文な宰:l問。ボリャンスカヤが 36年憲法に「ただ最初， 序でにしか」触れず，反対に 22

年の土地法典や地方的慣習等に「詳しくJn及L，35年の悦範定款には「一語も触れない」ことを
早い時期から批判していたのが， イ・グェ・バグロフである (CM.{Cou. 3aKoHHocTb}， 1949，地.

4. CTp. 57)。
76) ウクライナには， 農業集団化以前から 18政未満の未成年を土地団体の成員とは認めないといっ

たロシア共和国との違いがあることを念頭に置くべきであろう (CM. I1CTOpl佃 rocyλapCTBaH 
rrpaBa YKpaHHcKo白CCP.KHeB， 1976， CTp. 262-263)。

77) {Cy)l.e6Ha兄 rrpaKTHKaBepxoBHoro cy)l.a CCCP}， 1944 r.， BbIII. 1， CTp. 3. 
78) {Cy)l.e6Ha兄 rrpaKTHKaBepxoBHoro cy)l.a CCCP}， 1955， N2. 1， CTp. 38-39. 
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論として主張したわけであるo

オリドロガ論文があらわれた『社会主義的適法性』誌の同じ号には，バシキール共和国

の公証人ニキーチン(r.HsK附即)の小論文も掲載された問。彼は，すでにヴォノレコフの
述べていた経営不参加期間の問題以外に，な;おお 2}点I

間の矛目盾‘をi種衝重酎j<く。 t第i布5←寸こ， ポリャンスカヤによれば，焔畑により鹿戸に入った者は， 身分

行為金鋭機関での婚姻登録なしに，農戸成員と認められることになるが80) これは，かの

1944年 7)Jのソ述最高会議幹部会令の主主録婚主義81)に矛盾する。 第二に， 1二地法典第 75

条は 18才未満の未成年に対L農戸分割の請求権を百認してし、るが， 他方農業:アルテリ

模範定款第7条は 16才以L-.の者につノレホーズ加入を認めており， コルホーズ員は誰でも

副業経営を 'll~ む椛利をもつから， 16才以上の者にも鹿戸分別の日立的なl請求権が認められ

なければならなL、。以上がニキーチンの主張であった。

軍要なことは， ブノレシチョフ期にあらわれたこのようなコルホーズ農戸へのいわば現実

的批判が，批判の矢面に立たされたポリャンスカヤの11-1説撤Iりーしすなわち持分平等原理に

対する態度の変更82)を強いただけで、もなければ，たんに一過性の現状告発に終ったわけで

もなかったということである。提起された諸問題の多くは，多少とも広範かつ継続的な検

討の対象とされ，何らかの形でいずれ結若がつけられてゆくのフルシチョフ別には，そうし

た展開を可能とする現実の諸条件が一定存在していた。それは結局のところ，スターリン

批判というソ辿社会における不可逆的な歴史過程のなかにれ拠を見出すことができるよう

に忠われる。第一に，経済と社会の構造的転挽であるo すなわち， フルシチョフ指導部の

登場とともに， r農民に対する Lっこい程の敵意uをもって彼らを tif酷な収奪の対象とし
たスターリン農業体制に終止符を打ち， コノレホーズの公共経常での労働を多くの農民にと

ってノζートタイムの仕事から彼らの主たるft:'hvこ変えha〉，こうしてのちに，農業を重工業化
の蓄積源から逆に「経済のその他の部分に対する純然たる負担Jに転化させてゆく過程の

端緒が拓かれる 8九この過科は同時に，農業法~1JiJの整備，体系化を進めてゆく過程でもあ

ぺた。コノレホーズ法学， :1:地法学の保~~とコルホーズ法， l:地法の法典化の課題は， フノレ

シチョフ尚一代の初WJから提起されており叫，とくに;;n20 IIJj党大会後， 1956 {j三日月の党・政

府決定が，各コノレホーズに対し，その定款に定めた屋敷付属地区内iの面積や農戸の所有す

る家市頭数のノノレマを n~t的に(とはいえ縮減の )j[flJで)改訂する予の権限をケ-えて以後

79) r. HHKHTHH. npaBooTHorneHH兄 Me)K.LlY qJIeHaMH KOJIX03HOro .LlBOpa.-{Cou. 3aKoHHocTb~ ， 

1958， Nl. 2， CTp. 58-59. 

80) nOJI冗HCKa兄 YKa3.CO可.(1948)， CTp. 4， 45. 

81) C60pHHK 3aKOHOB CCCP H yKa30B npe3H.LlHyMa BepxoBHoro COBeTa CCCP 1938 r.-1961 

r.， M.， 1961， CTp. 718-720. 
82)口OJI匁HCKa冗. YKa3. CT. (1959)， CTp. 74. ただし彼女は「現行法の枠内-('の!京llRの変更は不可能」
とする。註 (146)本支な参照。

83)ロシア共和国に関するデータによれば， コノレホーズの公共;経常が与える所得は， スタ{リン時代

末期に， 個別経営からの所得の約半分でしかなく， 581¥，-にでって後者に接近し，ょうやく 64-65

年にそれを若干上阿った (CM.ApyT旧日冗H. YKa3. COq.， CTp. 127-128: HapO.LlHoe X03匁政CTBO

CCCP B 1982 r.， M，. 1983， CTp. 386: Wadekin， op. cit.， pp. 193-194)。

84)以上，ノ{ウ¥前掲訳書， 366， 443， 447-448頁，による。

85) {COB. rOC-BO H rrpaBo}， 1955， N2. 1， CTp. ~)-9. 
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は81)) ::55 年の農業アノレテリ模範定款が以前の1L (I~志誌を失うことになり，新しい模範定款

の制定が検討され始める 87)。そして， MTCの改組を提議した581F-:2月の党1[l央委員会

総会が，同時に，模範定款に対して必要な改訂を施すことを正式に決定するに~:~るのであ

る8句。法学者の活動も活発となっ1::..8九もっとも，定款改訂のために翌年初めの開催を予

定された第 3 凹全連邦コルホーズ員大会は，実際にはH1.~ されていな\，，90) 0 58 1r以後，国
家の農業管皿機構はめまぐるしい変遷を重ねてL、た!ll)0 ~Jr定款の作成を要求する戸は非常

に根強かったようである蛇。しか L，61 ~ド 10 月， tf522 同党大会においてソ辿共 jlf'党の新

綱領が採択されたの、ち，フルシチョフによって，新定款の作成は去るべき新憲法の制定の

後と百明される 93)。 ようやく 64年 2月になって， 党111央委員会総会が民業I[j(の集約化

と土地利用，経営組織の改苦を提起し叫，模範定款の改訂を~Il !-_に載せるかに見えたが95ヘ

それな作つことなく同年 10月にフルシチョブは解任され， キ8)Ilj， その J~ 体的('1' )たの本格

化は， ブレジネブ指導i郊のそをj坊を伐たなければならなかった川、しかしたがら， コノLホー

ズ県戸法の諸問題は，以下に述べる民法典の制纂とも|主J，IfliLて，このrl¥J--1;'(" Lて論i議され

続けたのであって，その内界も， コルホーズ512戸とその ft~11別的所有の法[内地位に関する fli1

論的研究97)ヵ、 c)， コルホーズ良戸概念，そこにおける成員権(1JJIeHC'fBO) の要件， fE戸共

有財産と成員個人財産の|天分7L，寸で、に触れた良戸財fi去における成員持分の決定規準， さ

らにはこれらを規制すべき立法の形態等に|泊する !t休的提案にでるまで，実に広い術開に

またがるものであっ戸ニ問〉。

第二に， rスターリン個人崇拝」の批判を開始した第20回党大会LJ，fを，いわゆる社会主
義的適法性路線が展開されるという条件であるO それは，不可欠の前提条件として立法の

体系化を要iiEするが， その事業が， 5g年に始まり 60-70年代と続く「嵐のような」法典化

の過Z日のなかで実現されてゆく 99)。民法の領域では， 57 {ド2)]の法律 (憲法第 14条の改

86) KnCc. T. 7， M.， 1971， CTp. 185-188. 
87) {COB. rOC-BO rr rrpaBo}， 1956， N2. 8， CTp. 129. 
88) KnCC. T. 7，CTp. 322. ウクライナでは 59年に法学者等の作成Lた恨範定款草案が琵去され， コ

ノレホーズ議長肘も加え審議されている ({npaBOBe.u.eHrre}，1961， N2. 1， CTp. 183， 185)0 
89) {COB. rOC-BO rr rrpaBo}， 1958， N2. 9， cTp.128-131. 
90)ノ{ウ¥前掲訳出， 410頁。シンは， 1960年ば1，モスクゾで，コノレホ{ズ員大会.招集のu取りがi-Il!
家秘密」だと聞かされたという (Shinn，op. cit.， 620)。

91)ノーグ，官ij掲訳，J-;.， 439-440頁。

92)法律(実務〉家の側からの提言としては， {COB. roc帽BOrr rrpaBo}， 1961， N2. 1， CTp. 47-51; 1962， 
N2. 2， CTp. 110-114.など。註 (93)の文献も参照。
93) {npaB.u.a}， 1961， 25 .u.eKa6p兄， CTp. 3; 1962， 11 MapTa， CTp. 4. 
94) K口Cc.T. 8， M.， 1972， CTp. 481， 489. 
95) CM. {COB. rOC-BO rr rrpaBO}， 1964， N2. 4， CTp. 10-12. 
96)模範定款改訂問題については，福島正大「ソグェト法入門.~11J ， W法学セミナ-~ 1960年3月日，

54-55 頁，稲子恒夫『ソピエト法入門~，法律文化社， 1965年， 93-102瓦，も参照。
97)附子恒夫「ソグェト農村家族における世帯財産共有11j-l]j， W法政論集~ (名大〉第 11号， 1958年， 18-
19ft，加島正夫「ソグ z ト法入門.~ 7J， W法学セミナ-~ 1959年11月号， 41頁 [1:1川誠蔵， 古ij
掲論文， 183-186頁，を参照。
98)筆者が目を過した限りでも，フノレジチョフ期にコノレホ{ズ農戸の問題に関連した著作は，論文も合
め 40点以上を数える。

99)稲子'W{夫， -Iiij掲九 16-24頁，藤田再「第 20同党大会と社会主義的適法性路線の展開 J，W現代社
会主義ーその多元的話相~，東京大学出版会， 1977年， 139-142頁，藤田勇他『ソピエト法概論 cn.
有斐問， 198:3年， 57-62瓦，を参照。
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正)100)によって，連邦レヴェルで、の基本原則の草案作成作業が開始され101)， 60年7-8月の

草案公表102)と，主に各級ソヴェト，司法検察・学術諸機関における審議とを経て， 61午 12

月.rソ連邦・連邦共和国民事立法基本原員IJJI03)の成立をみる 104)。他方，連邦共和国レヴ
ヱノレの民法典編纂も. 57年2月の法律の公布後ただちに開始され，基本原則の採択ののち

に本格化するが，これも基本原則とほぼ同様の審議経過を経て. 63-64年に各共和国民法

典が成立する 105) (たとえば「ウクライナ共和国民法典J106)は 6;)年7月.rロシア共和国民
法典J107)は 64年 6月の採択)。コルホーズ農戸については， そのソヴェト法の体系に占め

る位置について論争があり，農業アルテリ模範定款の改訂論議のなかでは，それをコルホ

ーズ法のー制度とし，模範定款に「コノレホーズ農戸Jの章を新設するよう提案する意見が

多かったのであるが10ぺ同時に， コルホーズ農戸の法的地位の多而性と関連法部門の多

様性(民法，土地t.t.模範定款)を承認する立場もあり 100) 加えて，先にみたヴォルコフ
の提起に連なる積極的な民法，家族法諸規範の適用論もJ台頭して(なお後述)11べ結局，

61 年の基本原則と 6:~-64 年の各共和国民法典は， コノレホーズ農戸の個別的所有権に関す

るソヴェト民法史ー上初めての諸規範を含むことになった111)。すなわち，民事:立法基本原則

第27条は， コルホーズ農戸の財産を全成員の共同所有(合有)とし(第 i項)，副業経営，

住宅，家ifi， 小農具等のその客体の範囲を明らかにし (第2，第 ;3JtU. それとともに第

25条第4項において，農戸共有財産が成員の個人的所有となりえないことを定めた。ま

た各共和国民法典は， 基本原則第27条第4項にもとづき，農戸財産の占有， 利用および

100) {BeJJ.oMocTH BepxoBHoro COBeTa CCCP}. 1957，地.4， CT. 63. 

101) CM. {COB. rOC-BO H rrpaBo}， 1962， N2. 2， CTp. 5. 
102) {COB. rOC-BO H rrpaBo}， 1960， N2. 7， CTp. 3-22: {COU. 3aKOHHOCTb}， 19ω， N2. 8， CTp. 4-20: 
{COB. IOCTHUIHI}， 1960， N2. 7. Crreu.印刷.: {BorrpocbI 9KOHOMHKH}， 1960， N2. 8， CTp. 3-22. 

103) {Be江OMOCTHBepxoBHOro COBeTa CCCP}， 1961， N2. 50， CT. 525.チIliV{は， Ir法政論集~ (名大〉

出30，第 31号(ともに 19651f.)の稲子恒犬z沢を参照した。なお， 藤LU;耳 (u法律時報』第 34巻

第8号)，稲子闘犬(Ir比較法研究』第23号，また，前掲i号， 117-121瓦)両氏の解説を参照。

104)民事立法基本原則の制定経緯については，註 (103)のほか，以下も参照。 福島正夫「ソヴェト法

入門.S 6J. Ir法学セミナー~ 1959 1r 9月ザ， 3G-37 J.T: {l-'13BecTH兄}， 1961， 9 .ll.eKa6p兄， CTp. 9. 
105) Cf. Ye Fleishits， A. Makovsky， The Civil Codes 01 the Soviet Reρublics (Moscow， 1976)， 
pp. 15-拘4句

106め)本稿でで、のテキストは， C60p日開(3aKOHOB YKpaHHαω必CCP.TOM II. KHeB， 1980， CTp. 3-128. 

107)本稿で使JHしたテキストは， {COB. IOCTHUH兄}， 1964. N2. 13-14， CTp. 4-57.に掲載のもの。 チ1I訳
は， Ir法務資料』第 392号， 1965年c'訂崎升訳)，および『北大法学論集J第16巻第 1号， 1965年

一第 21巻第 4~}， 1971年(五位十嵐清・佐保雅子訳)，を参照した。

108) CM. PyCKOJI. YKa3. CT.， CTp. 48: {COB. rOC-BO H rrpaBo}， 1958. N2. 9， CTp. 130; 1962， N2. 
2， CTp. 111: r. A. AKceHeHoK. XXI Cbe3.ll. KnCC H rrp06JIeMbI 3aKOHO.ll.aTeJIbCTBa 0 KOJIXO・
3ax.- B KH.: BorrpocbI KOJIX03HOro rrpaBa Ha cOBpeMeHHoM 9Tarre. M.， 1960， CTp. 32-33: 

A. M. KaJIaH.ll.aJJ.3e. KOJIX03HO・rrpaBOBbleHHCTHTyTbI B rrepHO.ll. pa3BepHyToro cTpOHTeJIbCTBa 

KOMMyHH3Ma.-{BeCTHHK JIeHHHrpa.ll.CKOrO YH-Ta}. CepHH 9KOHOMHKH，仰JIOCOφHHH rrpaBa， 
1960. BblII. 4. CTp. 110. 

109) B. K. rpHropbeB. KOJIX03出品.ll.BOpH KO.ll.HφHKaUHH 3aKOHO.ll.aTeJIbCTBa 0 KOJIX03ax.-B KH.: 
BorrpocbI KO畑中HKaUHH3aKOHO.ll.aTeJIbCTBa 0 KOJIX03ax. M.， 1959， CTp. 140-141. 

110)註 (123)(125) (146) (156) (162) (166)の文献を参照。

111) CM. {COB. IOCTHUH兄}， 1964， N2. 13-14， CTp. 2: r. K. Ma叩 eeB. BorrpocbI JIH可HO繭 co6CTBeH-
HOCTH B rK YCCP.-{COB. rOC-BO H rrpaBo}， 1965， N2. 6， CTp. 97: Hay'lHo・rrpaKTH'IeCK凶
KOMMeHTapH首 KrK PCφCP. CTp. 139. 
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処分， ならびに農戸の分割， 分離手続きについて一応a'lしい規定を与えている 112) (ロシ

ア共和国民法典第 126-133条， ウクライナ共和国民法典第 1~0-126 条， その他)。 こうし

て，農業アルテリ模範定款の改訂が逃れるなかで， この時期は，民法の領域においてコノレ

ホーズ農戸に関する立法の体系化が進んだのである 113)。

とはいっても， フルシチョフ期のコルホーズ農戸批判には， スターリンI時代と連続する

要素も否定はできなし、。既にみたように，オリドロガは，農戸成員の持分決定における労

働参加度原理の第一義性を主張して， 43年 7月の述邦最lfJi裁決定に言及していた。 この

種の判例はスターリンU~:代末期に定着しつつあったようであるが114h さらにフルシチョ

フ期に入って，これまたオリドロガの引用する 541ド9月の最高哉氏'jC部判決においてス

ターリンH年代の判例が継承され，とりわけ 50年代の末から，オリドロガを筆頭に労働参

加皮原理を支持する見解， 解説が相次いであらわれるのである 115)0 Lかも労働参加度原

J1Rの主張は，tこんにそれを労働能力ある農戸成員に適用するだけでなく，子供を合む成員

一般に適用されることを主張する見解や，さらには経営に対するお1の参加i度によってその

未成年の子の持分を決定する判例， またこれを支持する学説まで、什二みU1Lた 11九 しかし

ながら，労働参加l度を考慮する持分決定の悟史は非常に古し、。それは本命前の農民慣河法

112)たとえば，先に触れた持分権の点失を招く経営不参加期間は連続 3:~rtl\Jに短縮となり (P シア J~ ;fll

国民法典の第 132条，ウクライナは 126条)， 農戸分割の:hij求権:を有する者は成年の Lかもコノレ

ホ{ズ員に限定された(各々，抗 131条第 2JJi，加 125条第 2項〉。註 (35)本文も参照。
113)その他，民事訴訟法の分野でも草震な規範が椛立されたことに注目すべきであろう。 61:)干の「ソ連

邦・述邦共和国民事裁判手続基本原則J({BeλOMOCTJI BepxoBHoro COBeTa CCCP)， 1961， NQ. 
50， CT. 526.邦訳は， w ジュリスト』包(~ 246号， 1962午， 55-64 f{，染野義信訳，を参照した〉は，

第57条第三 第3項において， 農戸財産に対する成良の1':1分を裁判所が差押える可能性を明確に
定め，この点，農戸財産を成員個人の債務の支払いに充てることを不可とした 22年のロシア共和

国土地法典(節71条〉と対照的である。なお以下の文献も参照。日OJI冗HCKa冗.YKa3. CT. (1959)， 

CTp. 52， 76-78: Shinn， op. cit.， 617. 

114) CM. {Cy)l.e6Ha兄 rrpaKTHKaBepxOBHOrO cy)l.a CCCP}， 1949， N2. 1， CTp. 33-34 ()l.eJIo rro JICKy 
KepJIMOBO註KKepHMoBy): E.日.KOBaJIeHKo.日paBOBoeperyJIHpOBaHHe pa3λeJIa H BbI)l.eJIa 

HMymecTBa KOJIX03HOro )l.BOpa.-{Y可. 3arr. DepMcKoro roc. YH-Ta}， TOM XIX， BbII1. 6， IOp. 
HayKH， 1961， CTp. 157: B.日.HHKHTHHa. l1Mylll.ecTBeHHble OTHOllIem矧 BKOJIX03HOM )l.BOpe. 
CapaTOB， 1970， CTP， 105-106. 

115) CM. H. D. BoλOllIHH. Pa3江eJIbIH BbI江eJIbIB KOJIX03HOM江Bope.M.， 1958， CTp. 45-50: OH )l{e. 

o rrpaBe JIHqHO前 co6CTBeHHOCTlIKOJIX03HOro )l.BOpa.一{COB.rOC-BO H rrpaBo}， 1959， N2. 3， 
CTp.69-71: OH )l{e. YKa3. CO可.(1961)， CTp. 135-140: {COll.. 3aKoHHocTb}， 1958， N2. 11， CTp. 
72: H. 6. HOBHlI.KH札口.E. OpJIoBcKHlr (pe)l.よ COBeTCKoerpa)l{江aHCKoerrpaBo. TOM 1， M.， 
1959， CTp. 349: KOBaJIeHKo. YKa3. CT.， CTp. 156-160， 165: OH )l{e. 日3 cy)l.e6Ho註 npaKTHKH

rro )l.eJIaM 0 pa3江eJIax H BbI)l.eJIaX B KOJIX03HOM )l.BOpe.--{COB. IOCTHlI.H匁)， 1963， N2. 20， 
CTp. 13: TpyXHH. YKa3. CT.， CTp. 45: E. J1HcKOBell.. HOBoe rpa)l{)l.aHCKOe 3aKOHO)l.aTeJIbCTBO 
JI peryJIHpOBaHHe HMymecTBeHHblx OTHO皿eH班員 BKOJIX03HOM瓦Bope.-{COB.IOCTHUH匁}， 1962，

NQ. 6， CTp. 13: OH )l{e.日MymecTBeHHbJepa3)1.eJIbI JI BbI)l.eJIbI B KOJIX03HOM )l.BOpe. M.， 196:~ ， 

CTp. :)3， :37: A. A. PyCKOJI JI 6. A. J1JICKOBell.. KOJIX03HOe rrpaBo. M.， 1963， CTp. 141-142: 
日冗THJIUKI品目 PaWHell.. YKa3. CT.， CTp. 114-115: 11. B.日aBJIOB，M. 11. K03blpb JI )l.p.日paBO・
BbJe BorrpocbI c6λH)l{emm KOJIX03HO抗 JIo6meHapO)l.HO負 co6CTBeHHOCTH.M.， 1963， CTp. 311 
-312. なお，このような労働参加!丘原理の強調は， 次に述べる子供の持分決定規準の主張とあわ

せ，わが国で「均分原則の消滅Jと紹介されたことがある(陥子恒夫「ソピエト法における個人財

産と家族J，U"法律時十日』節目巻第 9~}， 1961 ih訂正心。

116) f走者の判例，学説については，以下を参照。{COB.IOCTH日uめ， 1958， M. 8， CTp. 77 : 6. A. J1HcKoBeu. 
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にも部分的に存在しており 117九 ネップ末期には， 前述の農業・司法両人民委員部共阿部|

令 118)がその第26条において取り上げたものであって1193， とくにスターリン時代になっ

てから， ウラヴニーロフカ批判のなかで発明されたものとはいえないのである。この意味

で，フルシチョフ期における労働参加度原理への注目も， r物質的関心の原則J とか「労
働に応じた分配」というこの時期の一般的な政策基調に鼓舞されたものであり，そのよう

にしてこの白い原理が新しL、意義を獲得で、きたものと考えられる O したがぜ〉て，後述する

ように， フノレシチョフ期にあっては，同じように労働参加度原型を説きながらも，そのな

かに，労働参加度原理.固有の主張(オリドロガなどはそれに近いように思われる)という

より，むしろ， コルホーズ農民と労働者，職員の漸次的な地位の持近という新Lい角度か

ら，付随的に労働参加度原班を承認してゆく見解があらわれているのである。

以上のような現実の諸条件を与えられて， コノレホーズ農戸に閲する研究は進展した。農

民農戸法の調査研究において， フノレシチョフ期は，農奴解放後の時代，ネップ期に次いで

ユニーグな地位を ~Iîめているように思われる。コルホーズ農戸の法理論的研究や，農戸分

割と財産分離の判例研究の而で， この時期は稔り多い成果;をもたらしているo とはいえ，

いわば現代の改良された農民慣習法ともいうべき 120) 新民法典の良戸所有権諸規範の立法

府における審議・作成過程，およびそのフルシチョフ則のコルホース:農戸研究との関係に

つレては，公刊資料のうえでで、不砂明jの点が多L、、。 Lし，tたこカ

民事立i泣法法I土左，基本原則の草案審議過和程:にあらわれた諸見解を素素‘材材苧としてワ7η/ルしシチヨフj期明に登

場する現代的なコルホ一ズ農戸批判の検討に入つていくことにしたL、、。

o cy)leOHO品目paKTHKenoλeJIaM OO HMymecTBeHHhIX pa3)leJIaX H BbI)leJIaX B KOJIX03HOM 
)lBOpe.一{COB. rOC-BO H npaBo}， 1958， N!. 11， CTp. 11:3-114: OH )f{e. YKa3. CO可.， CTp. 38. こ
こに挙げた 2番目の文献では，生後4カ月の，ktJjにも均等な持分をl認めた判例が問題とされてい
る。なお，このl時期の労働参加度規格の弥過について. 2点ほど付け加えると， まずウクライナの

動向について，先にオリドロガの伝えていた労働参加度原理による品分決定が，その後も，新民法

典の施行時に至るまで続けられたことが知られている (Ky3bMeHKO.YKa3. CO可.， CTp. 25)。 また

家族法の領域でも，したがって労働払職員の家族に関しでも，この時期，夫婦共有財産の分割に

あたって. litJ様に労働参加[笠原f1Rに依出して未知}の持分を決定するような判例がみられるようにな
ったという (A. 11. nepraMeHT. Pa3)leJI oomero HMy1u.ecTBa cyrrpyroB.-B KH.: Hay'u旧民
KOMMeHTapl拍 cy江eOHO抗日paKTHKHnO rpa)f{)laHCKHM )le凋 M 3a 1964-1965 rr.， M.， 1966， CTp. 

89-90)。
117) CM. H. KaJIa可OB.lOpH)lHqecKHe OOhI可aHKpecTb兄H B HeKoTophIX MeCTHOCT匁x. CTaTb兄 1-兄.

-B  KH.: ApXHB HCTOpHqeCKHX H rrpaKTHqeCKHX CBe)leHH首， OTHOCSImHXCSIλo POCCHH. KH. 

2-匁， cno.， 1859， CTp. 21-22: C. B. naxMaH. OOhl'IHOe rpa淑)laHCKOenpaBo B Pocc聞. TOM 
11， cno.， 1879， CTp. 5-6: O. A. XayKe. KpecTb府 ICKoe3eMeJIbHOe npaBo. M.， 1914， CTp. 187 
-188. 1IIj掲拙稿 122;{.も参照。

118)註 (72)を参照。

119)ダニ{ロフはこれをi'f定的に評価する(且aHH刀OB.YKa3. COq.， CTp. 254)。

120) とはいえ，ロシア共和国のxrr1.(法典節560条(コノレホーズ農戸の相続における特例〕 および第 130
一133条(農戸財産の分割と分離， 成員の持分権喪失の事lEl)が. 19世紀後半のロシアにおける農

民慣習法研究の諸結論を「ときにほぼ逐語的に繰り返す諸規範Jであるとする見方は，なお正確を
期す必要があるものと思われる。たとえば第 133条(コノレホ{ズ農戸消誠時の財産分割〉などは，

コノレホ{ズのソフホ{ズへの改組等と関連するソグェ卜法史のうえでも新しい規範である (Cf. 

Rene Beerman，“Prerevolutionary Russian Peasant Laws"， In W. E. Butler ed.， Russian 
Law: Historical and Political Persρectives (Leyden， 1977)， p. 191)。註 (136)以下の本文を
審照。
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すで、に述べたように， 60年 6-7月に民事立法基本原則の草案が公表されたとき 121〉，注

目すべきことに，それはコルホーズ農戸とその成員の所有権に関する規定を含んでいた。

第24条と第 25条がそれである(それぞれ最終テキストの第 27条と第 25条第 4項にほぼ

対応)。これはソヴェト民法史上初めての試みであって，当然、のことに，それを「たいへん素

晴らしL、」と評価する民法学者，科学アカデミー準会員オノレロブスキイ(口.OpJIOBCKII員)の

ような賛成論122)とともに， その削除あるいは根本的修正を要求する反対論をも巻き起し

た。まず，エロシェンコ (A.EpOlIIeHKO)等は，草案第 24条が農戸財産を全成員の合有と規

定したことに反対した123)。彼らはし、う o一一全焼戸成員の合有権の規範は， 未成年を含

む全成員が自立的な農業経営を営んでいた集団化前の個人農の時代に成立したものであっ

て，今日， コルホーズ員の子供がすべて就学し，農村に住む労働者，職員の子供以いこ家

業(且OMalIIHeeX-BO)に参加するわけでもなく， しかもコノレホーズ農戸の副業経営が，しば

Lば労働者，職員のそれと同規模であるような現状では124〉，根拠が失われている。したが

って，草案第 24条を修正して，農戸財産を経営参加者のみの共有 (06叫矧 co6CTBeHHOCTb)

とし，共同所有者の持分は農戸財産の形成に対するよ三献度に応じて決定するよう定めるべ

きである 125) と。次に， ヴィデネーエフ (M.Bs，neHeeB) の場合は， 草案第24，25条の

挿入自体に反対する。彼によれば， コルホーズJ1fr戸は死滅しつつある概念、(ロOHHTlIe

OTMlIpalOIIJ.ee)である。なぜならば， 公共経常が発展し， 副主経営が放棄されつつあるコ

ルホーズが増えており，またその成員に土地区[iJJjを供与できない「都市コルホーズ」も

「多数」あって， そうしたところでは， Iコルホーズ家族」はコルホーズ農戸としての特

殊性を失っているo したがって基本原則では， コルホーズ家~~\~の法的地位を民法の一般

的規範によって規制することを定めるべきである。これがヴィデネ-.;:r:.ブの提案であっ

た126)。類似の主張はトルマーチ (A.TOJIMa可)にもみられる。彼によれば， 副業経営は，

コルホーズ家族の家計におし、てきわめて僅かな比重しか/iめておらず，それはさらに低下

する傾向にあるという。そして， コルホーズ生産の発展によってコルホーズ所有の全人民

的所有への漸次的成長が進む以上， コルホーズ員の家族の財産関係を，労働者の家族のそ

れと別途に規制する必要はないとして， トノレマーチは， ソヴェト民法の規制対象を定めた

第2条(最終テキストも同じ)にその旨を明記することを，第 24， 25条の全面削除とと

もに求めた。

これらのコルホーズ農戸批判は，その性格をどのように理解すべきであろうか。その背

景は少なくとも第 20回党大会まで遡るものであろう。 この大会は， コルホーズ員の所得

を，なによりも公共経営から得られる所得の増加によって大幅に引上げ、ることを決定して

いる 12i)。そしてこの決定には今ひとつの主要な合意があって，それは，先に触れた大会長

121)註 (102)を参照。
122) ~COB. IOCTlflJ，H匁}， 1961， N2. 3， CTp. 7. 
123)以下， ~ソグェト司法』誌編集部に寄せられた基本原則草案に対する投稿論文の要約紹介による

(~COB. IOCTH1l.HH}， 1961， N2. 2， CTp. 19)。
124)註 (154)本文を参照。
125) エロシェンコ等は同じば1，独自にも論文を発表している (~C01l.. 3aKOHHOCTb}， 1961， N2. 2， CTp. 4)。
126)グィデネーエフの使っているJll詰等について，註 (162)以下の本文を参照。
127) K口Cc.T. 7， CTp. 159.なお，大崎平八郎，前掲書， 295-296頁 Wadekin，op.じit.， pp. 263-264. 
も参照。
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後の 56年3月の党・政府決定が，公共経営の強化によって， コノレホーズ員の個別経営と

そこから得られる所得とが「真に副次的な (rro江co6Hoe) 意味をもっJようにしなければ

ならないと述べたときに判明するのである 128)。スターリン時代のコルホーズ体制の本質

的な欠陥が，いまや問題とされていた。そして 59年 2月の第 21問党大会において， コノレ

ホーズ体制の新しい発展の方向づけが，社会全体の，すなわちスターリン時代と訣別しよ

うとするソ連社会の新たな将来展明のなかで定式化されてゆく oそれは， ソ連が「共産主

義の全両的建設期」に入ったとし コルホーズ体制の将来についても， コルホーズ生産の

社会化水準が高空るにつれ，その所有が全人民的所有に接近し， コルホーズ員の副業経営

は漸次的にその意義を失ってゆくだろうとするものであった129)。この第 21回党大会の路

線は，のちに 61イドのソ述共産党新綱領130)のなかで理論上，さらに楽観的， 急進的な再定

式化を受げとるこ fとになり，すべては， ソ連におし、て共産主義社会が基本的に建設される

とみなされた 1980年に照準が合わされてゆく 131)。コルホーズ農戸に関する論議も， こう

した全国家的な路線と農業政策の影響を受けて展開されるという一面をもっ。

と同IItnこ，このような政策展開と街接に関連して，法学者の看過しえない農村社会の新

しい問題が，いよいよ明確な姿会と什てくるo それは，大都市近郊に始まり，農村地域に

拡がってゆくコノレホーズ農民と労働者，職員との混{tという現象であって，ポリャンスカ

ヤが早い時期に注目 Lた「混合農戸J(CMeIll3HHbI白且BOp) も，そのひとつのあらわれであっ

た132)。それはまた，次のような状況をも'1:.みH¥している O ヴォローシン (H.n. BOJIO凹朋)
はL寸。一一「農村地域では，隣rruj::の子供たちが一緒に育ち，一緒に学校に通い，家で

は同じように経営で応分の fJ: 'J~をおこない L かもその経営たるやほとんど違うところが

なく，にもカφ、わらず，一方の子供の親がコルホーズで働き，他方の親がソフホーズ，機

械修JfJ~所，あるいは他の同営の企業，組織で働くと L、うだけで，子供たもの財産権が，そ

れぞれの親の家族で少しも同じでないという光景がしばしばみられるJI3へと。このよう
な事態は，農村住民， とくに宕告の間に， 疑惑や不満を生み出したようである 134)。 しか

も，こうしたコルホーズ農民と労働者，職員の混住は，ますます進行する運命にあった。

たとえば MTCの機械修用所への改組は， たしかに多くの機械子， トラクター運転手の

離村に結果したかもしれないが133) 少なくとも一部において，上述の混住に類似した状

況と問題をもたらしたことであろう。 とりわけ， コルホーズのソフホーズへの転換136)が

128) K口Cc.T. 7， CTp. 186: Cf. Wac1ekin， op. cit.， pp. 264-265. 
129) K口Cc.T. 7， CTp. 387， 388， 399， 4~37. 
130) この新党綱領は，民 'J~立法基本原則草案の審議中 (61 年 7 Jl)にその草案が公表され，基本原則公
1!iのがJ1カ月前(同年 10月末〉に採択されている。

131) KnCc. T. 8， CTp. 245， 259. 
132)農村に肘{tしながら， r本質的には都rhの家族である」ような「大量」の労働者， 職員家族につい
ては. 111.い時期にゲンキンの指摘がある(.Ll，.M. reHKIfH.口paBOJIIf刊日0員co6CTBeHHOCTIfB CO-
UIfaJlIfCTIflJeCKOM 06mecTBe.一{Tpy江bIHaylJHO負ceCCIfIf Bl1lOH 1-6 IfIOJl冗 1946rふ M.，1948，
CTp. 56)0 r似合農戸」については以下のポリャンスカヤの著作を参照。日OJl兄HCKa匁. YKa3. CT. 
(1947)， CTp. 23: OHa >Ke. YKa3. COな (1948)，CTp. 17. 

1~33) BOJlOlllIfH. YKa3. CT. (1959)， CTp. 71. 

134)口OJl匁HCKa兄.YKa3. CT. (1959)， CTp. 75: CM. K03Wpb. YKa3. CT. (1981)， CTp. 44. 
135) ノ{ず，古Ii掲訳者 438i(。
136) 中山弘正『現代ソヴェト農業~，東京大学出版会， 1976年.95-99頁，また註 (27) も参照。
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重要であった。この場合， ヴォローシンが書いていたような隣の家同士だけでなく，隣の

村同士でも，適用法規範の著しい区別が生じうるのである。もっとも，この区別を耐えが

たいものと Ltこ原悶のひとつは，農村のこの新しい動向に対して法的規制の改善が立遅れ

たことであった。というのは， コルホーズのソフホーズへの転換にともない， コルホーズ

農戸の地位が労働者，職員の経営に移行した場合，旧農戸財産を労働者，職員個人，ある

いはその夫婦の財産とみなして，その相続を認めるような裁判所の判決および公証機関の

実務が， 長レ間， 一般的におこなわれていたからである 137)。旧農戸共有財産の法的地位

のかくも急激な変更は，混乱を深めるだけでありたろう。のちに 6:)-64年の新民法典はこ

の点を是正し，旧農戸時代に形成された農戸財産を農戸消滅時の全成員の合有と認め，そ

の分割はコルホーズ農戸の分割と同ーの手続きでおこなわれることを定めている(たとえ

ば， ロシア共和国民法典第 133条， ウクライナ共和国民法典第 125条第 3項)。これは，モ

スクワ州裁判所の先駆的な判例の法規範化であって 13町， これにより混乱はいくらか減少

したものと考えられる。しかし農村住民の間で，彼らの家族の財産関係を規制するために

2種類の法規範が別々に適用されるという根本問題は依然として未解決であるO コルホー

ズ農戸の個別的所有権と労働者，職員の伺人的所有権の「市民的方向に向つての一元化」

が望まれた所以であった139)。

さきにみた 56年のヴォノLコフの論文は，以上のような政策と現実の始動期に，それらに

適合的な農戸制度の変革を模索した一先駆としての似IjlUIを認めることができるO そして彼の

提起を承け，さらに第 20回党大会以降の決定に依拠しながら， コルホーズ農戸に対する

新しい観点が登場してくるo まず， 77 jl'.の問題Ht起者ポリャンスゾJヤである。旧説を撤回
した彼女の新たな現状認識と理論展開はなかなか複雑であった。すなわち彼女は，一方に

おいて 53年8月以降の農業税の引下げと農産物買付価格の引上げ， また義務供出の削減

と58年からのその全廃といったフルシチョフ則前半の副業経営政策140)が， コルホーズ農

戸の副業経営をいっそう発展させる条件をつ〈っていることを正確に指摘する 141)。 と同

時に彼女は， 他方におし、て第 20回党大会と 56年 :1月の決定を引用しつつ142J， コルホー

ズ員の公共経常からの所得が増加していることに注意を向け， r公共経営がコノレホーズ員
に基本的な生活手段を提供しているコノレホーズ」では， コルホーズ農戸の所有の源泉が，

基本的に， 1同人別に(即且sBs，llyaJIbHO) 支払われる公共経常の労働となっており，しかも

コルホーズ畏戸における労働者，職員メンバーの存在は(¥，、わゆる「混合農戸」の場合)， 

137) Hay可Ho-rrpaKTHQeCKH員 KOMMeHTapH員 KfK PCφCP. CTp. 152. 

138) nOJJ匁HCKa冗. YKa3. COQ. (1948)， CTp. 18: E. JIHcKoBeu. 113MeHeHHe rrpaBoBoro rrOJJO)KeHH冗
HMymecTBa KOJJX03HOro .lI.BOpa rrpH rrpeo6pa3oBaHHH KOJJX03a B COBX03.一~Cou. 3aKoHHocTb}， 
1960， N2. 9， CTp. 30-31. 

139)福島正夫「ソウ。ェト法入門. ~ 7 J， 42頁。
140) CM.日.fJJOTOB.日pHHUHrrMaTepHaJJbHO政 3aHHTepeCOBaHHOCTH-pbIQar MOmHoro rro江oeMa
CeJJbCKOrO X03胡CTBa.--~KoMMyHHCT} ， 1954， N2. 1， CTp. 81-82: 11. B. naBJJOB. KOJJX03HbI詰
.lI.BOp H ero rrpaBoBoe rrOJJO)KeHHe. M.， 1954， CTp. 39-45: 大崎平八郎，古ij掲書， 293-294頁:
ノ{グ， llij掲訳吉， 398， 407瓦 Wadekin，op. cip.， pp. 247-259， 268-273. 

141) nOJJ兄HCKa冗. YKa3. CT. (1959)， CTp. 40-41. 

142) TaM )Ke， CTp. 41-42. ポリャンスカヤは第 21同党大会決定に触れない。 たんに執筆が大会前であ

ったためかもしれないが，万Ijの可能性も考えられる。註 (145)，および註 (155)本文を参照。

143)以上， TaM )Ke， CTp. 67-68. 
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農戸財産に対する貢献のこの「個人化J (加江ßBß.江戸JIß3a~ß.S1)を促進している.と把握す

る。以上の認識から導き出される中間的な結論は， コルホーズ農戸のウクラードが， 共

同労働を基礎とする伺人農の農戸よりも，むしろ家庭副業を営む労働者，職員の家族のウ

クラードに近いというものであった143)。他方，この農村の労働者，職員層の動向に非常に

強L、関心を示すのも，彼女の見解のきわだった特徴であったl叫。すなわち，上述の副業経

営政策は，労働者，職員の家庭副業をも助成するものであり，しかも彼らは農村地域で大き

な社会開を形成し，コルホーズ農民との混住， I組合農家J化が進行している。ポリャン

スカヤにとって，労働者，職員の家庭副業助成策は重大な意味をもった。それは， Iコノレ

ホーズ農戸の個別的所有の将来を深く考えることを強いるものであり，というのも，コル

ホーズ農戸の副業経営と労働者，職員の家庭副業(江OMalllHeeX-BO)との経済的接近があま

りにも顕著となっており，それゆえ，現行法の定める両経営の成員間の財産関係における

鋭い区別があまり根拠あるものでなくなっているからである J145)0 彼女の最終的な結論は

次の通りであった 14九一一22年の土地法典による農民農戸の所有の隅の柱石は，全農戸成

員によるその持分不確定の (6e3.n:OJIeBa冗)合有と，分割に際しての財疲持分の平等である

が，上に述べたコルホーズ農村の新しい諸条件のもとでは，それらは悪用されることにな

り，また物質的関心の強化という党の方針にも反する。したがって ~~6 年憲法第 7 条の定

める副業経営の枠内で， コルホーズ農戸と労働者，職員の家族とに単一の法制度(核家族

の農戸に家族法の夫婦所有の制度， 複合家族の農戸に民法の持分共有 (06叫悶江OJIeBa冗

c06CTBelfliOCTb) の制度) を適用することが，最も訂尼一貫した解決であろう。しかし，

このような一元化をすぐに図るべきか，それともコノレホーズ農戸と労働者，職員家族の法

制度を漸次的に接近させてゆくべきかは，問題の研究によらなければならなL、。第一に，

コルホーズの実態と裁判所の判例等を綿密に分析しなければならなL、。第二に，連邦共和

国， とくに農戸分割の請求権を原則として 6年以 l二農戸で、働いた者にしか認めないベロロ

144) コノレホ{ズ員と労働者，職員双jjの副業経営に対するこうした等しい関心の持ち力・という点で，ポ

リャンスカヤの先駆性は明白であろう。たとえば経済学者の間ではが:;10年後になっても両者の研

究に関し通例はっきりとした分業関係が形造られており，そのことが批判されるような状況である

(CM.凡 KaJIHHHH.0 JIHqHOM rroえC06HOMX03匁UCTBerrpH COL\HaJIH3Me.ー{Borrpoc~ 9KOHOMH-

KH)， 1968， M. 11， CTp. 52)。
145)口OJI匁HCKa冗. YKa3. CT. (1959)， CTp. 42. 皮肉なことにポリャンスカヤがこのような考察を展開し
始めたl孔副業経営政策はその制限の方向に転回し，しかもその際の主要攻撃目標はソフホ{ズ労

働者，職員の副業経営であった (Wadekin，op. cit.， pp. 281-286)0 53年9月に「家畜を個人的に

所有することを労働者，職員の恥と考えるような偏見をなくす必要」について諮ったブノレシチョフ

({npaB.lI.a)， 1953， 15 ceHT兄6p弘 CTp.2)も， 62年刊行の演説集からはこの文言を削除し (CM.H. 
C. XpymeB. CTpOHTeJIbCTBO KOMMyHH3Ma B CCCP H pa3BHTHe CeJIbCKOrO X03冗員CTBa. T. 1， 
M.， 1962， CTp. 32)，さらにはレ{ニンまで持ち出して一一一おそらくは，ソヴェト農場の創設期に，そ

の労働者，職員に対して個人経営をもっ権利を否定した 1919年3月の「社会主義的土地整理規程」

第 46条 (CM.PeWeHH5I rrapTHH H rrpaBsTeJIbCTBa rro X03同CTBeHH~M BorrpocaM. T. 1， M.， 
1967， CTp. 115) について，それな原則的に擁護した戦時共産主義期のレ{ニンの発音 (B. 日.

JleHsH. nOJIHOe c06paHHe COqHHeHH詰. H3.lI.. 5-e， T. 38， M.， 1969， CTp. 27-30. 邦訳『レ{ニ
ン全集』第29巻，大月露出.1958年. 30-32頁〉が考聴されているのであろう一一ソフホ{ズ労働

者の副業経営に反対するようになる({口paB.lI.a)，1962， 11 MapTa， CTp. 4)。

146)以下.nOJI匁HCKa5l.YKa3. CT. (1959)， CTp. 67-68， 79-80刷による。
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シア (2:3年の同共和国土地法典第73条註2)の経験147) 第三に， 他の社会主義諸国1船，

とくにソ連のコルホーズ農戸に財産組織が最も近いアルノミニアの法制度をよく研究しなけ

ればならない， とO

このような研究課題の提示にみられる慎重さにもかかわらず， 59年におけるポリャンス

カヤのこの主張は，以前以後の彼女の立場から余りにも懸け離れており，やはり先を急ぎ

過ぎているというべきであろう 14九そこには， 56年 3月の決定等に引き摺られて，コノレホ

ーズ農戸の個別経営の役割低下の趨勢を現実の推移より過大に評価する思考が働いていた

ように思われる。そもそも彼女が述べているような経営的に強力な先進的コルホーズが，

50年代の末にどれほどあったことか。当時は全体として， 公共経営の与える所得が， よ

うやく個別経営のもたらす所得に接近してきた段階で、あったにすぎない150)。しかしポリ

ャンスカヤは，こういった問題点にまったく無自覚であったとも忠われなし、。なにより

も，彼女の論理展開の起点には， r農業アルテリは， そしてそれとともにコルホーズ農戸
も，その生存を長期にわたって維持する (Ha且OJIrocoxpamlT) JとLづ根本認識があり 151う

とすれば， r家族勤労結合体」と L、う彼女のコルホーズ農戸の定義からして 152〉， コノレホ
ーズ農戸の副業経営についても，彼女は，その「長期にわた」る存続を展望しているわけ

である。他方で彼女は，農村の労働者，職員層における家庭副業の展開にも深い注意を払

っているのであって， コルホーズ農戸と労働者，職員層のこの両者の動向に関する彼女の

認識から得られる将来的発展のイメージは，一定JJc.少の純粋に副次的な個別経営を共通に

営む一元化されたコルホーズ農民，労働者，職員，すなわち農村居住者たる市民一般のイ

メージであろう 153)。少なくともこうしたイメージには，のちに触れる副業経営消滅論の入

り込む余地はなし、。ポリャンスカヤの議論は，このように， コルホーズ農戸の経済的地位

が労働者，職員の家族のそれに接近するだけでなく，一定のその逆の過程もまた実在しう

147)ポリャンスカヤは， 39年の学{立論交のなかで，ベロロシアにおける「共同体の欠如」と「異常な土

地不足」に関連Lた20年代のその農戸法制の特殊性を論じ，本文に述べた分割請求権者の限定(未

成年に対する請求権の一般的な拒否を含む〉や，持分の決定における平等理念の欠落(労働単位の

数を規準とする「勤労原理Jの支配)，また分与地面積の最小限ノノレマの設定とそれを下問る分割の
否認，法源としての慣習の拒否等々の諸事情を明らかにしていた (nOJI兄HCKa兄.YKa3. .lI.HC. (1939)， 

CTp. 333-341)。なお次の文献も参照。I1CTOpHHrocY.lI.apCTBa H npaBa 5eJIOPyccKO詰 CCP.TOM 

1， MHHCK， 1970， CTp. 274. 

148) ソ連以外にも，財産相続の「ドグオ -Jレ(農戸)J 型規制というべきものが， ノレ{マニアやアノレパ

ニアにもみられる(藤田勇『ソピエト法史研究~， 東京大学出版会， 1982年， 190頁〉。

149)直川誠蔵，前掲論文， 185-186頁， てど参照。

150)註 (83)を参照。

151) nOJIHHCKa冗. YKa3. CT. (1959)， CTp. 40. 
152)ポリャンスカヤの場合，この定義は， 59年論文でも (TaMme， CTp. 51-53)，それ以前 (nOJI匁HCKa冗.
YKa3. CT. (1941)， CTp. 52: OHa me. YKa3. CT. (1947)， CTp. 11: OHa me. YKa3. CO可. (1948)， 
CTp. 3-7)と以後(本稿の始めに紹介した77年論文を参照〉でも A 貫している。

153)約 10年後にカリーニンは， rコノレホ{ズ貝の個別副業経営は，将来的な協同組合的・コルホーズ的
所有と全人民的所有との融合に際しでも恐らく消滅せず， tr Lろ労働者，職員の個人副業経営に転
化する」と述べ，現在でもこの両者はそれほど異なるところがないとして，用語の点でも「勤労者

の個人副業経営J(JIH可Hoe nO.ll.C06HOe X-BO TPY江田UHXC兄) もしくは「家族の個別副業経営J
(JIH可HoenO.ll.C06HOe X-BO ceMbH)に統一すべきことを提起している (KaJIHHHH.YKa3. CT.， CTp. 

58)。またドゾ{ノレツェフが最近提起している「より一般的な『村農戸~ (ceJIbCKlf益江BOp)というカ
テゴリー」も，これとほぼ同様の発想ではないかと忠われる (CM..IJ，030pUeB. YKa3. CT.， CTp. 135)。
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ることを示唆しており，この点はのちに，副業経常が労働者，職員を含め農村住民のあら

ゆる階層に拡がっていることを指摘し， 60年代後半には，コノレホーズ員とソフホーズ労働

者とが副業経常の規模の点でほとんど差がなくなることに注意を喚起したアルチュニャー

ン (10.B. ApyTIOH5IH) の研究によって実証されてゆくように思われる 154)。いずれにせ

よ，その現実からの飛躍のなかにも随所に垣間みることのできるポリャンスカヤの鋭敏な

現実感覚と論用構成力からすれば， 彼kが第 21[11党大会の将来展望や， その前後からの

強力な副業経営制限政策に馴染まないものを感じたと Lても不思議ではなL、13~コルホ
ーズ農戸の問題に関する以後 77年までの彼女の沈黙が， この時期に始まるというのは，

たんなる偶然の一致であろうか。以上のような 59年のポリャンスカヤの見解を，一応「コ

ルホーズ鹿戸の副業経営と労働者，職員の家庭副業との般近J論と名付けておきたし、。こ

れが77~rのコーズィリの主張の原型である。

ポリャンスカヤの結論をさらに進めて，農戸成員の財産関係にはっきりと民法，家族法

の一般的規範を適用すべきことを説し、た者に， ロシア共和国最高裁のドブロヴォーリスキ

イ (r.JlOOpOBOJIbCK凶)がし、る 156)。彼は，民事立法;県本原則草案の公表を控えた 60年初

めに，その内容と情誌に関連ーする実践的な問題，つまりコノレホーズ農戸の財産関係をいか

なる法典で規制すべきか，土地法典か，それとも民法典か，という問題を論じたのである

が，彼によれば，別行の土地法典による農戸法制は， 1920年代に分与地の細分化を防止す

る日的で導入されたもので，今n，農戸にたった 1人のコルホーズ員がし、るだけで，その
ような特殊な立法によリて労働者，職員の財産関係まで規制されてしまうのは不合理だと

いう。いわゆる「混合農戸」のひとつの問題点の指摘である。 61年になると，さきにみた

エロシェンコ等の主張があらわれた157)。その全容は必ずしも明らかでない憾みもあるが，

活字となゥた論旨の|浪りでは， コノレホーズ員と労働者，職員の副業経営の比較や， コルホ

ーズ農戸財産に対する共有権規範の適用の提案など，その立場は， 59年のポリャンスカヤ

のそれの延長線上にあるように思われる。

時期がやや前後するが， 59年に，その一部を先に引用したヴォローシンの興味ある論文

が発表されている。彼は，第 21凹党大会決定が打ち出したコノレホーズ農戸における副業

経営の漸次的消滅の展望に依拠し，またコルホーズにおける貨幣報酬の増加にも言及しな

がら， コルホーズ農戸が，その財産構成の点でも，成員の財産関係の面でも，労働者，職

員の家族に綾近してゆくと論ずる。農戸合有権の客体の減少にともなうその合有権規範の

適用範閉の縮小，また消費財に対する成員の個人的所有と夫婦合有の漸次的成長である。

154) CM. 10. B. ApyTIOHHH. COUsaJlbHaH cTpyKTypa CeJlbCKOrO HaceJleHsH.-{BonpocbI 中日J10CO-

中間)， 1966，地.5， CTp. 56-57: OH )Ke. YKa3. CO札 CTp. 129. なおアノレチュニャーンは， 66年
の論文において， [nj時に， r伺別経常が物質的に，つまり所得水準の点でコノレホーズ員な労働者に
近接させればさせるほど， それは社会的には， 彼らをますます労働者から引き離す」と述べてい

るが Lかし彼がゆlらかにした農村住民の副業経営面での平準化という事実からすれば，少なくと
もこの引月j交後段の「労働者」は， I者[ll!iの労働者」と限定されるべきではないかと思われる。

155)註 (142)(145) (161)な参照。

156) r. .f(06pOBOJlbCK凶.npaBoBoe peryJlspoBaHse sMymecTBeHHblx npaB KOJlX030B s KOJlX03・
HsKOB.-{COU. 3aKOHHOCTb}， 1960， N2. 3， CTp. 1:3. 

157)註 (123)(125)の文献会参照Q
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と同時に彼は，副業経営が残る限り，コルホーズ農戸の合有制度も廃棄されることにはな

らないとし，労働者，職員家族の財産関係の法的規制をただちにコルホーズ農戸に及ぼす

ことに反対する。ヴォローシンによれば， コルホーズ農戸は「過渡」期を経過しつつある

のである。そしてこの「過渡」期にあることのいわば証として，彼は，個人農の時代に適

合的だったとされる全農戸成員の持分平等原理を廃し，子供を含め一般的に労働参加度原

理を適用するよう主張する。これが，労働に応じた分配という「社会主義的原理」に相応

しい持分決定の方法だというわけであり，また労働者，職員の家族の財産関係を規制する

最重要の原理のひとつが， 親子別産の原理だからというのである 158)。こうしたヴォロー

シンの見解は， 6~~ 年に刊行されたノζ ヴロフ (11. B. naBJIOB)， コーズィリ等の共著のなか

でも，大部分，繰り返された。彼らもまた，持分の平等から労働参加度規準への「原理の

交代」に対しn定的な態度をとってL、る 159)。ヴォローシンとの違いは，彼らが，未成年に
労働参加度原理を適用することに著しく慎重なことである。しかし彼らにとっても，この

「原理の交代」は， コノレホーズ農戸の財産関係に対して，労働者，職員の家族の財産制度

が適用になることを意味するものではなく， コノレホーズ農戸と労働者，職員家族の財産関

係の接近は，あくまで公共経営から得られる所得の増加と，それにともなう農戸財産中

の経営資産の漸次的な比重の低下，つまり農戸所有の客体の漸次的な変化の線に沿って進

行するとされるO 強調されているのは過程の漸進性であるが，基本的な論旨はヴォローシ

ンと同じであることが明らかであろう。以上のヴォローシン， パヴロフ等の見解は， Iコ

ルホーズ農戸の労働者，職員家族への漸次的接近」論と呼ぶことができょう 16%

このヴォローシン，パヴロフ等の見解と先にみたポリャンスカヤの見解とには，ひとつ

の共通面を指摘することができるように思われる。すなわち彼らは， コルホーズ員が公共

経営から得る所得の増加と L、う事実を共通に踏まえ，異なる論理展開によってではあるが，

それがコルホーズ農戸の財産関係を労働者，職員の家族のそれに接近させることを共通に

主張するo この意味で，彼らの見解は， コノレホーズの公共経営を真にコルホーズ農民の基

本的な所得源に高めようとする先に触れた第20回党大会以来のジグザグではあるが， 傾

向的には一貫した実践の反映を含んでいた。こうした現実的側面が彼らの見解には存在し

ており，現実がなお貧弱な限り，それを党・政府諸決定の与える将来展望によって脹らま

せるのである。しかし彼らは， 58-60年の副業経営制限政策の規模，強度や， 61年の新党

綱領の急進主義を未だ正確に知りえないか， あるいは 61年以後にあっても， 反副業経営

カンパニヤの一定の後退という現実の推移を， 多少とも冷めた限で見ていたといえる 161)。

158)以上， BOJlOWIIH. YKa3. CT. (1959)， CTp. 6G-71. したがって彼は，親の経常参加度による子の持

分の決定には反対する。註 (116)を参照。

159) OaBJlOB， K03bIpb II )l.p. YKa3. COq.，CTp. 314-315.パヴロブにとっては，持分平等原理を「基本

的原理」と認めていた数年前までの立場の修正である (CM.11. B.日aBJlOB・ KOJlX03HOe rrpaBo. 
M.， 1960， CTp. 360)。

160)コノレホ{ズ員の家族や個人的所有が，個別経営の漸次的消滅とともに労働者のそれらに接近してゆ

くことを一般的に，また「速い未来」の，ないし「今すぐには生じない」こととして論ずるような

主張は以前からも存在しており，むしろ常識的といってよかったであろう (Cf.Gsovski， op. cit.， 
p. 775 Cここには典拠の誤記があるように思われる):fJlOTOB. YKa3. CT.， CTp. 82)。 グオロ{シ
ンやパウずロフ等は，こうした議論を法学者の立場からいささか精轍化し， しかも現実的意義あるも

のとして捉え直しているわけである。
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いうなれば，理論上は 56年 3月の決定か，せいぜい第21回党大会どまりなのである。と

はいえ，このような共通面にもかかわらず，ポリャンスカヤとヴォローシン，パヴロフ等

との聞には，いくつかの重要な見解の相違がある。労働者，職員の家庭副業に対する関心

は， ヴォローシン，パヴロフ等にあっては皆無に近し、。彼らは，労働者，職員が基本的に

副業経営をもたない存在であるとみなし，そのような労働者，職員の経済的地位に向っ

て， コルホーズ農民が一方的に接近する面を強調する。大都市の労働者，職員のイメージ

がベースになっているのであるo このことに関連して，ポリャンスカヤの場合， コノレホー

ズ農戸の労働者，職員家族への接近の意味内容として， コルホーズ農戸所有の源泉の性格

変化(所有の源泉の「個人化J) に力点が置かれ， 副業経営の存続可能性の肯定が前提と

される理論構成になっているのに対して， ヴォローシン，パヴロフ等の見解は，農戸所有

の客体の変化，つまり農戸経営資産の消失傾向を前面に押し出し，したがってここでは副

業経営の消滅傾向こそ自明の前提となる。農戸財産に対する家族法，民法諸規範の適用可

能性についても見解が違うことは，すでに見た通りであるoそして，これら両説の相異な

る個々の要素を取捨選択し，ひとつの首尾一貫した体系をつくり上げた見解が，次に登場

する。

すなわち， ヴォローシンやパヴロフ等の論理展開の一面を押しつめ，ポリャンスカヤの

暫定的結論と結びつけたときに出来上る理論の見本を，まずオスィポフ (H.T. OCHIIOB) 
がみせてくれたのである。彼は， r共産主義の全面的建設期」におけるコノレホーズの意義
と役割を論じた 60年の論文のなかで，コノレホーズ農戸の「死滅J(OTMspaHHe)を説く 162JO

その関心は， もっぱら「副業経営の欠落は， コノレホーズ農戸にいかなる法的結果をもたら

すかJとL、う問題に絞られている。というのも，副業経営がたんに「ごく近いうちにJ(B 

6JI胎KaihueM6y江戸且eM)不要となるからだけでなく，現に，屋敷付属地フォンドがなく，あ

るいは僅少な「数十Jの「都市コルホーズJ(rOpO~CKHe KOJIX03M)が存夜しており 163うま

た近年，副業経営をもたない大量の労働者，職員がコノレホーズに加入したため164ヘこの問

題は「今日，すで、に実際的な意味をもっている」からだという o彼の論点は，農戸の所有

の客体に集中される。すなわち，副業経営とそれに必要な農戸財産の消失とともに， コル

ホーズ農戸は，自立的な権利主体たることをやめ，たんなる「コルホーズ家族J(KOJIX03・

Ha冗 CeMb.H)として，労働者，職員の家族と同様に民法の一般的規範の適用をうける， と。

カランダゼ (A.M. K抑制:~a~3e) は， このオスィポフの，見解をただちに批判した165)。コノレ

ホーズ農戸の多数は現に機能中であり，義務供出の廃止は，むしろコルホーズ農戸の発展

に有利な条件を与えている。コノレホーズ農戸の制度は「形成段階J(CTa且H刃 φOpMspOB出問冗)

161)フノレシチョフ期後半の副業経営政策の推移については， Wadekin， op. cit.， pp. 274-315，を参照。
162) H. T. UCHnoB. 刀eHHHC閥抗 KoonepaTHBHbI訪問aHH HeKoTopble BonpocbI cOBpeMeHHoro 
pa3BHTHH KOJIX030B.ー(npaBOBe，ll.eHHe)，1960， N!!. 2， CTp. 77， 79-82. なお以下の紹介も参照。
福島正夫，前掲書， 131-132， 344頁。

163)都市コノレホ{ズには早い時期にポリャンスカヤやゲンキンカ;注目している。それは工業化にともな
う村落の都市昇格ないし編入の結果であった(口OJI兄HCKa兄.YKa3. CT. (1947)， CTp. 11: OHa >Ke. 
YKa3. CO可. (1948)， CTp. 16: reHKHH. YKa3・CT.，CTp. 56)。

164)農村における労働者，職員の副業経営の動向について，ポリャンスカヤと逆の認識であることに注
意。なお註 (135)本文および註 (145)も参照。

165) KaJIaH江a，ll.3e.YKa3. CT.， CTp. 109-110. 
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にあるのであって，その最終的な死滅を語るなど時機尚早であろう，と。オスィポフ自身

も，なお全面的な研究の必要を認めていた。しかし，彼の「副業経営消滅=農戸死滅J論

とも呼びうる見解は，まもなく市民権を獲得する。先にみたヴィデネーエフの主張が.問

題の立て方から素材，用語に至るまで，オスィポフ論文にi丘陵依拠し，そのままの形で実

際的提古としたことは明らかであろう。そしてネムコープ (A.M. HeMKOB) が， 64年に

この理論を完成させる 1問。その立論の出発点は， 果せるかな， 61年のソ連共産党新綱領

と.E>9-62年の統計にあらわれたコノレホーズ農戸の副業経営縮小の「現実」一一のちに「個

人副業経営の根拠なき制限」として非難されることになる中央，地方各級レヴェルで、の人

為的な反副業経営カンパニヤの結果167)一一ーであった。たしかに彼の論文は， コルホーズ

員の家族の構成変化(核家族化)や農村建設の新方針(集合住宅化等)1聞といった契機に

触れる点が目新しし、。しかし基本的な論理は， ここでも農戸の所有の客体を軸に展開され

るのであって，まずコルホーズ農戸と労働者，職員の家族の財庫構成が比較対照され，前

者における副業経営の廃絶と経営資産の消失によって両者の差異が消滅すると説かれる。

それゆえ， r共同体的土地利用と家父長制家族の時代に結びついた廃れた概念」である農
戸を放棄し， コルホーズ家族ないしコルホーズ員の家族という新しい概念に替えるのが

「時代の精神」により相応しい， とネムコーフは主張する。これは明らかに， ロシア共和

国新民法典の編纂を意識した発言で、あったに違いない。

オスィポフからネムコーフに至るこの「副業経営消滅=農戸死滅」論は，先にみたポリ

ャンスカヤ， ヴォローシン，パヴロフ等の見解と，たしかに系譜において一部繋がり，理

論形成の政治的，経済的背景も重なる!日をもっている O しかし，その特異性もまた明瞭で

あろう。結論的な政策的提言については ;Fリャンスカヤによる民法，家族法諸規範の適

用可能性の承認を一歩進めた形になっているが，彼女の見解との類似点はほとんどこれの

みである。また理論構成の点で、は，著しい単純明快さが特徴であって，必要なのは基本的

に3つの契機一一第一に，労働者，職員の家族における経営資産欠如の仮定，第二に，コ

ルホーズ農戸における経営資産消失の推論，第三に， コルホーズ農戸における副業経営消

滅の「現実」と展望一ーのみである。このような 3つの契機が不可分に結びつけば，その

結果， ヴォローシンやノζヴロフ等の見解とも質的に異なった特殊な理論が出来るのは当然、

であろう。たしかに第一の契機については， ヴォローシンやノミヴロフ等の見解もそれを共

有している。この点では，労働者，職員の家庭副業が一定の経営資産の所有を前提とする

ことを強調するポリャンスカヤのみが，オスィポフ手に対抗できる論理をもっ1問。しかし

第二の契機に関しては， ヴォローシンが，財産構成ばかりでなく財産関係をも問題として

166) A. M. HeMKoB. C6JIH)Kemre npaBoBoro peryJlHpOBaHH.Sl HMymecTBeHHhIx OTHorneHH白 KOル
X03Horo .lI.BOpa H ceMhH pa60可eroH cJly)Kamero.一{npaBOBe.ll.eHHe}，1964， N2. 2， CTp. 140-144. 

167) CM. PerneHH.Sl napTHH H npaBHTeJlhCTBa no X03兄政CTBeHHhlMBonpocaM. T. 5， M.， 1968， CTp. 
517. この副業経営制限政策の一例，トノレクメン共和 k~1 の最高会議幹部会令が， {COU. 3aKOHHOCTh}， 

1961， N2. 10， CTp. 80. に載っている。またこの時期に屋敷付属地の削減に絡む訴訟事件が頻発し
たことは， {COB. IOCTHU肢の，1960，N2. 6， CTp. 28;地.9， CTp. 16-18. などに窺うことができる。
なお，註 (161)本文も参照。

168) CM. KnCc. T. 8， CTp. 260-261: Wadekin， op. cit.， pp. 300-301， 306. 
169) CM. nOJlHHCKa兄.YKa3. CT. (1959)， CTp. 48-49. 
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いたことを対置することができる。オスィポフ等は，経営資産の有無のみを問題とし，同

一種類の客体に関して相異なる所有関係が形成される可能性をまったく無視するからであ

る。第三の契機についていえば， パヴロフ等が， 63年の時点においでさえ示しえた慎重

さと対比されるべきであろう。副業経営の果す役割に関するオスィポフ等の理解は，現実

的感覚のまったくの欠如としかし九、ょうがなし、。それはまさに，新党綱領の急進主義と副

業経営の「主観主義」的制限政策の両者に共通する現実無視に対応する。この点で，オス

ィポフ等の主張は，ポリャンスカヤ， ヴォローシン，パヴロフ等の見解と，表現する「現

実」が基本的に異なっているのである。

以とのように， フルシチョフj切にあらわれたコルホーズ農戸制度に対する批判的見地に

は，大別して， 4つの知期が存在したものと考えられる。「労働参加度原理」説， rコルホ
ーズ農戸の高Ij業粁.常と労働者，職員の家庭副業との綾近」論， rコルホーズ農戸の労働者，
職員家族への漸次的接近J論，最後に「副業経営消滅巴農戸死滅」論である。それらの聞

には共通する而や部分的な穆透があり 170〉，またli"間的な見解もありうるであろう 171〉0とは

いえ， tiii者と徒三者は:m't論的系譜の点で基本的に医別され，後三者間には理論構成とそれ

らが体現する現実の内容に遣いがあって，全体としてこれら 4類型の抽出が可能となるよ

うに忠われる。段後に， コルホーズ農戸批判のこれら4類型に対して，フルシチョフ期の

終末までに立法の形をとって与えられた公的，社会的評価についていえば， まず「労働参

加度原理J説は， 63-64年の各共和国民法典が持分平等原理を劇的に復興させたことによ

って敗北し，大きく後返した。「コルホーズ農戸の労働者， 職員家族への漸次的接近J論

も，それが実践的方策として労働参加度原理への転換を支持した限りで大きな打撃を蒙

り，陣容の立て直しを迫られた。たとえば， ロシア共和同民法典第 129条は，第2項にお

いて，未成年および労働能力なき者を含めた全農戸成員の持分の平等を明記し，そのうえ

で第3項において，農戸手E{t期間が短く，あるいは労働か資金による経営参加度の少ない

ことを町rJlに，労働能力ある成員のみについて，持分の削減の可能性を認めている。この

場合，持分の削減は裁判所の義務で‘はなく権利であるとされ172〉，しかも第3項は，しばし

ば第2項の例外規定と解釈されている 173)。ただ，ウクライナ共和国民法典は， ロシア共和

国民法典の規定に加え，杭~r5参加度の僅少等を理由に，分離の際に J.lp分を完全に否認する

170) ここでは， とくにウ苧オロ{シン，パヴロフ等の見地からする労働参加!立原理の承認が考慮されてい

る。

171)副業経営の将来的な縮小民望を根拠に，都市の家族関係を規制する諸法令のコノレホ{ズ員家族への

適JH可能性について，一般的に検討の必要性を説く土地法学者アクセユ耳{ノクの立場はその一例

であろう (AKceHeHOK.YKa3. CT.， CTp. 33)。また前述のトノレマ戸チなど，その副業経営の評価は，

オスィポフ等のそれに近い。しかし，この点はたんなる紹介不足かとも思われるが，彼は農戸の死

滅までは諮らない。あるいはグォロ{ジン，パウf ロフ等の見解との中間的な立場かとも思われる。

172) Hay'1HO・.rrpaKTH'1eCK紅白 KOMMeHTapH員 KrK PCφCP. CTp. 145: Ky3bMeHKo. YKa3. COな， CTp. 

26: 00λ匁HCKa兄. YKa3. CT. (1979)， CTp・79.
173) {COB. IOCTHll.H兄~， 1967， N2. 4， CTp. 19-20: KOMMeHTapl尚 K rK PCφCP. CTp. 192: B.φ. 
MaCJlOB. l1Myw.ecTBeHHbIe OTHOllleHH兄 BceMbe. XapbKoB， 1974， CTp. 105-106; LU.江.可HK-
BalllBHJIH. l1Myw.ecTBeHHbIe OTHOllleHl四 BceMbe. M.， 1976， CTp. 63.なお新民法典の制定以前
には，労働参加l度原理に対し一貫して反対していたのは，法学者のi間ではグワゴリエフがほとんど
11ftひとりだったように忠われる (fpHropbeB・YKa3・CT.，CTp. 139-140: OH >Ke. KOJIX03H副首
，nBOp. ..-B KH.; KOJIX03HOe rrpaBo. 00江 pe，n.H.瓦.Ka3aHll.eBa， M.， 1962， cTp.498-499)。
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可能性まで認めており(第 123条第3項)， ウクライナはここでも一定の独自性を打ち出

している 174)0 Iコルホーズ農戸の副業経営と労働者，職員の家庭副業との接近」論を始め

とする残りの類型については， Iコルホーズ農戸の労働者， 職員家族への漸次的接近」論

の核心的部分の主張も含めて，民事立法基本原則および各共存l同民法典にコルホーズ農戸

の所有権諸規範が導入されたことそれn休を|注げば，立法上，一般に公的認知は得られて
いなL、。とはいえ，そのなかの「副業経常消滅=農戸死滅」論の運命は， フルシチョフの

没落後，まもなく明らかになるであろう O その点を合め， 党指導部交代後の， とくに 69

年のコルホーズ模範定款をめぐる問題状況については，その検討を別稿の課題とせざるを

えない。

o KOJIX03110M )lBOpe B CCCP---~--KOIICnlTyu.H兄

1977 r. H CnOpbI B nepHO)l 1956-1964 rr.-一一

B 0'τT町‘ソ澗J

JIH刊I可f剖HO首 co6CTBeH悶聞f狂剖HOCT‘HKωOJ冴IX03Horo且Bopa日 BO∞061山1江J，e 0 KOJ刀IX03HOM 瓦){B即Op戸e yrroMI班奇剖t坦aHH硯兄
He釘釘τT.、 npe且白aBJI冗eTC冗， tITO 3TO 03HatIaeT He CTOJIbKO 3aKperrJIeHHe 且oCTHrHyTbIx

ce3yJlbTaTOB， CKOJIbKO OTpa)KaeT 3aC[，HKCHpOBaHHbIe IJ.eJIH ){aJIbHeHWero pa3BHTHH COBeT-

CKoro 06llJ.eCTBa， HarrpaBJIeHHOrO Ha yCHJIemIe COlJ.HaJIbHOH 0且HOpO且HOCTH. CJle且yeT

174) ウクライナの立場を代弁しているのがマトウェーエフであろう。彼はいう。一一ー農戸成員の持分に

ついては，周知のごとく近年広範な討論が行なわれ，持分の「完全平等の原理」を残そうとする側

と， Iコノレホ{ズ家族と労働者， 職nの家肢における([1応法制度上の差県の除去」を支持する側と
が対立した。ウクライナの新民法ßI~はこの点で「去協|約 ι場」を採っており，全成員のJ~;分平等か

ら1日発しながら， IIiJ時に労働参加肢をJJ"J征した持分のI)IJiJ，えあるいはJri否の可能性という条件も付け
ている o Iこの規範が本質的に農村家扶と都市家肱のIHJit法j!JIJ)立を接近させていることを見ないわ
けにはいかない。ともかくもそれは，たんに名 Hがjにしかコノレホース、長J-=i良でない者の諸権利を強

く制限している」。全体として「ウクライナ共和11i1新民法県の l市民範は，この〈コノレホーズ農村の家

族関係の都rliのそれとの一一一引用者〕接近を最大限に促進することを企図しているJ，と(lVI.aTBeeB.
YKa3. CT.， CTp. 98-99)。これは，論争の経過と結果の純め)jとしては，いわば敗者会f勝者と言い包

めるものであろう。しかし，持分平等原理伝興後の 651f'-になって，改めてコノレホ{ズ良戸と労働

者，臓員家族の地位の接近という綱領的命組が， IYlらかに「コノレホーズ農戸の労働者，職員家侠へ

の~次的接近」論に近いと jaわれる，，';:場から再確認されていること，そしてこの再確認が，伝統的

に持分平等]JJ!:児への抵抗の強いウクライすの法規範を収拠になされていることは，銘記するだけの

重要性をもっている o なお，ウクライナ独flのJ守分の完全1-i~i，g、について，それを「例外!とする見
方もある (Ky3bMeHKO. YKa3. CO'l.， CTp. 27)。 しかしウクイラナでは，農戸成員(もっとも今

では成年に限定されて論じられるが〕のJ5分の大きさを「あらゆる場合に」経営参加度に依存させ
ようとする主張が， 依然根強い (CM. MaCJIOB. YKa3. CO立， CTp. 105)。

※本稿はi昭和59年度文部省科学研究費十lli以J金による研究の一部である。作成の過程では北海道
大学小森田駄犬氏よりコメントをいただき，また文献の入手には早陥旧大学鈴木健夫氏，九州大学

高田和夫氏，旭川大学所雌チェ氏の協力をねた。記して謝;告を去したい。なお，本稿で使用したポ

リャンスカヤの学位論文は，日本学術振興会による11;:1平IJ57年度のソ連派遣の際に筆者がモスクワ

大学において閲覧を許されたものである。
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BCrrOMHHTb， T.JTO r. H. OOJISIHCKa冗 B 1977 r. ロpe，n:JIOiIillJIa HerrpeMeHHo coxpaHHTb B 
HOBO首KOHCTHTYUHHrrOH冗THeKOJIX03HOro且Bopa. B HaCTO.H1Ue詰 CTaTbe aBTop CTaBHT 

CBoe員 3a且a可ei1HCCJIe，n:OBaTb HaT.JaJIbHbI白 3TarrφOpMHpOBaHH冗 TOT.JeK3pemr匁， rrpHBe江旧日X

K oTKa3y OT口OH冗TH兄 KOJIX03HOro江Bopa B OCHOBHOM 3aKOHe B 1977 r. CT.JHTaeTC兄

B03MO)KHbIM Ha首THHCTOp附 eCKHe KOpHH TaKHX TOT.JeK 3peHH兄 B Cロopax 0 KOJIX03HOM 

且Bope B rrepHo且 pyKOBO江CTBaX pY1UeBa， Kor ，n:a B cOrrpOBO)K，n:eHHH MHorHX rrp06 H 
oum60K p兄江 cepbe3HbIXMep 6bIJI rrpHH冗T 且JI冗 Toro，T.JT06bI ，n:OXO江，ロOJIy可aeM副首 OT 06-

1UeCTBeHHoro X03冗員CTBa KOJIX030B， HrpaJI 且e員CTBHTeJIbHO OCHOBHyIO pOJIb B 061UeM 

且oxo，n:e KOJIX03HOro ，n:Bopa， a TaK況e Kor ，n:a B CeJIbCKHX MeCTHOCT冗X BblpaCTaJI CJIOH 

pa60T.JHX H CJIy況a叫HX，oc06eHHo COBX030B， H yCHJIHBaJIOCb CMeweHHe HX C KOJIX03HbIM 

HaCeJIeHHeM B 6bITy. B 3TOT )Ke rrepHo且 HaT.JHHa兄 C rroc'I加OBKH Borrpoca B. BOJI欄

KOBbIM B 1956 r.， rro珂BHJIHCb可eTblpeKpHTH可eCKHeTOT.JKH 3peHH冗HacoxpaHeHHe oc060ro 

rrpaBOBoro pe)KHMa HMY1UecTBa KOJIX03HOro且BOra.Bo rrer:BbIx，冗p可e Bcero B CTaTbe 
M. OpH，n:opora/1958 r./， B rrpoTHBoBec rrpHHUHrry paBeHcTBa江Oλe員T.JJIeHOBKOJIX03HOro 

且BopaHa HMY1UecTBo rrOCJIe且HeroB cJIyT.Jae pa3且eJIa H BbIL(eJIa BbI，n:BHHyJIC兄 rrpHI叫HI1

Tpy瓦OBoroyT.JaCTH冗可JIeHa 且Bopa B BeλeHHH X03冗首CTBa. BO.BTOpbIX， r. H. 口OJI冗H-
CKa冗 B CTaTbe 1959 r. 06paTHJIa BHHMaHHe Ha CTaHOBHBweec冗， rro ee MbICλH， CJIHWKOM 

OT.JeBH且HbIM 3KOHOMHT.JeCKOe C6JIH)KeWIe Me)K且y rro，n:c06HbIM X03刃i1CTBOM KOJIX03HOro 

且BopaH rro瓦C06HbIM，n:OMaWHHM X03冗白CTBOMpa60可HX H Cλy)Ka叫HX. l1HTepecHo， T.JTO 

TaKa冗 TOT.JKa3peHH冗冗BJI冗eTC冗ロpOTOTHrrOMKOHUerrUHH M. 11. K03blp冗， BbICKa3aHHO白 B

1977 r. npoTHB rrpe，n:JIO)KeHH兄 HeKoro HHoro， KaK r. H. 口OJIHHCKot'r. B 1959 r. OHa 
CT.JHTaJIa HaH60JIee nOCJIe瓦OBaTeJIbHbIM yCTaHOBJIeHHe e，n:HHoro rrpaBoBoro pe)KHMa KOJI-

X03HO首 ceMbsH ceMbH pa60T.Jero H CJIy胤 a1UeroB paMKax rro，n:c06Horo X03冗員CTBa，ロpe江-

yCMoTpeHHoro CT. 7 KOHCTHTYUHH 1936 r.， XOT兄 npH3HaJIa Hy)KHbIM npe，n:BapHTeJIbHOe 

H3yT.JeHHe Borrpoca. B一-'叩I

f BbICαK伺a3aJλIHCb3a 1口IOC'τT‘erreHHoec6J冴IH即f)況K促eHHe口paBOBorope)胤K倒HMaKOJ冴IX03Hor、o ，n:Bopa H ceMbH 

pa60可ero H CJλIy)涼K位畑a担叩1Uer、0， rrOCKOJIbKy ，n:aHHbI白 rrpouecc， ロo HX MHeHHIO， 日瓦eT nyTeM 

rrOCTeneHHoro yMeHbweHHH y且eJIbHOrOBeca rrpCH3BO且CTBeHHoro HMywecTBa B COCTaBe 

06oeKTOB co 
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松井憲明

KO且eKCbICOlO3HbIX pecrry6JIlIK 1963-1964 rr. oTpIIl~aJI河口p1fl-Iwm Tpy且OBoro yt.IaCTJ硯

KaK rrepBocTerreHHbI首rrpJlHUlIrrrrpH orrpe.l{eJIe即日且OJIe品目Myw.eCTBat.IJIeHCB .ll.BOpa. BbI・
冗CHlITbcy瓦b6bICCTaJIbHbIX TO可eK3peHlI冗 rrOCJIeC:l1eHbI pyKOBO且CTBarrapTJlH--CJIe且ylO-

w.a冗 3a瓦a可aH3y可e四四.
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